
 

２０２４．２．** 

 

 

 

 

 

山県市「子育ち」応援条例(案) 
    

逐 条 解 説 

  

※ 関係法令等付 

 

 

 

 

 

令和６年３月  

山県市 
 



- 2 - 

 

 目 次  
 

はじめに ････････････････････････････････････････････ ３ 

前 文 ････････････････････････････････････････････ ４ 

第１条 目的 ･･････････････････････････････････････ ７ 

第２条 定義 ･･････････････････････････････････････ 11 

第３条 基本理念 ･･････････････････････････････････ 15 

第４条 市の責務 ･･････････････････････････････････ 19 

第５条 保護者の役割 ･･････････････････････････････ 21 

第６条 地域住民の役割 ････････････････････････････ 22 

第７条 学校等の役割 ･･････････････････････････････ 23 

第８条 事業者の役割 ･･････････････････････････････ 26 

第９条 こどもの役目 ･･････････････････････････････ 30 

第 10 条 基本的施策 ･･･････････････････････････････ 31 

第 11 条 財政措置 ･････････････････････････････････ 36 

第 12 条 委任 ･････････････････････････････････････ 37 

附 則 ････････････････････････････････････････････ 38 

 

参考資料 ･･････････････････････････････････････････････ 40 

１．山県市「子育ち」応援条例（全文） ････････････････････････････････････ 41 

２．安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例････････････････ 44 

３．児童の権利に関する条約 ･･････････････････････････････････････････････ 47 

４．こども基本法 ････････････････････････････････････････････････････････ 61 

５．子ども・若者育成支援推進法 ･･････････････････････････････････････････ 66 

６．次世代育成支援推進法 ････････････････････････････････････････････････ 72 

７．子ども・子育て支援法 ････････････････････････････････････････････････ 81 

８．子どもの貧困対策の推進に関する法律 ･････････････････････････････････ 137 

９．いじめ防止対策推進法 ･･･････････････････････････････････････････････ 140 

１０．児童虐待の防止等に関する法律 ･････････････････････････････････････ 149 



- 3 - 

 

 はじめに  

 

○ 山県市条例とは･･･ 

山県市の自治権に基づき、山県市議会の議決によって定められる自主法です。 

 

日本国憲法（抄） 

 

 

 

地方自治法（抄） 

 

 

 

※ こども・子育て関係の法律等の経緯 

昭和 22 年 12 月 児童福祉法制定 
平成 6 年 4 月 児童の権利に関する条約批准 
平成 6 年 12 月 通称「エンゼルプラン」策定 
平成 11 年 12 月 通称「新エンゼルプラン」策定 
平成 12 年 5 月 児童虐待の防止等に関する法律制定 

平成 13 年 12 月 子どもの読書活動の推進に関する法律制定 

平成 15 年 7 月 少子化社会対策基本法制定 次世代育成支援対策推進法制定 

平成 16 年 12 月 通称「新新エンゼルプラン」策定  ※子ども･子育て応援プラン 

平成 18 年 6 月 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律制定

平成 21 年 7 月 子ども・若者育成支援推進法制定 
平成 24 年 8 月 子ども・子育て支援法制定 

平成 25 年 6 月 子どもの貧困対策の推進に関する法律制定  いじめ対策防止法制定 

平成 26 年 11 月 まち・ひと・しごと創生法制定 

平成 28 年 6 月 児童福祉法改正（児童の権利等の明文化等） 

令和 4 年 6 月 こども家庭庁設置法制定  こども基本法制定 

 

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能

を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、

条例を制定することができる。 
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 前 文  
 

全てのこどもは、輝く個性と無限の可能性を秘めています。そして、そのこどもたち

は、未来をつくる希望であり、かけがえのない存在です。しかし、急速な少子化や家族

の多様化、地域とのつながりや人間関係の希薄化が進み、こどもの貧困、いじめや児童

虐待が社会問題化となるなど、こどもや子育てを取り巻く環境は厳しさを増してきてい

ます。 

そうした中、山県市には、清流や緑豊かな森林が持つ自然の恵み、先人たちが築き上

げてきた長い歴史や豊かな文化、地域に根ざした産業が培われており、こうした環境は

子育てやこどもの成長にとって恵まれた条件といえます。 

そもそも、こどもは身体的及び精神的に未熟であり、こうした地域社会全体で相互に

連携・協力して見守り、子育ちを応援するまちづくりを進めていくことは、とても重要

なことであると考えられます。無論、こども自体も自分自身を大切にし、互いに思いや

り助け合いに努める必要があります。 

そのようにして、こどもが心身ともに健やかに育ち得る社会を実現していくことは、

社会的弱者と言われる市民を含め、誰もが豊かで安心して暮らすことのできる社会の実

現にもほかなりません。 

そこで、子育ち応援についての基本理念を明らかにし、子育ちを応援するための施策

を総合的に推進するため、この条例を制定します。 

 

【解説】 

一般的に、前文は、条例の制定の趣旨、目的、基本原則、理念等を示すものであり、条

例としての具体的な規範となる内容を持つものではありません。つまり、前文の規定その

ものから直接法的効果を生ずることはないものの、条例の一部を構成するものでもあり、

個別に条文規定の解釈の指針になるものともいわれています。そのため、各条項について

は、公用文の原則に基づいて「である体」となっていますが、前文では、広く市民の方が

わかりやすく読め、親しみが持てるようにするため、「ですます体」としています。 

 

○第１段落について 

本来、全てのこどもが輝く個性と無限の可能性を秘めています。しかし、大人の感覚で

「どうせ無理･･･」「きっと無理･･･」などと、こどもたちの可能性を潰してしまいがちで

す。最近、こうした「無意識の偏ったモノの見方」のことは「アンコンシャス・バイアス

（unconscious bias）」として認知されてきています。そもそも、未来をつくっていく

のは「こどもたち」であることは、論を待たないところであり、「こどもたち」はそうし

たかけがえのない存在であることを示しています。 

少子化の進行をはじめ、共働き、ひとり親、ステップファミリー（再婚などによって、

血縁のない親子・兄弟などの関係を中に含んだ家族のこと）などの家族の形が変わってき
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ています。また、価値観の多様化や個人主義の浸透により、地域とのつながりや人間関係

の希薄化が進む中、コロナ禍での生活がこれに拍車をかけました。そして、このコロナ禍

での生活は、こどもの貧困、いじめや児童虐待などの課題にも拍車をかけ、社会問題化し

てきています。このように、こどもの成長や子育てを取り巻く環境が厳しさを増してきて

いていることを示しています。 

 

○第２段落について 

そうした中、山県市の約 84％の面積を森林が占めていて、日帰り登山に適する「舟伏

山（1040ｍ）」「釜ヶ谷山（696ｍ）」「相戸岳（672ｍ）」の 3 名山のほか、「日

永岳（1,216ｍ）」があり、絶滅が危惧されるイワザクラなどの山野草が茂っています。

一級河川は、長良川の支流として、東西に武儀川、南北に鳥羽川と伊自良川が流れていま

す。武儀川の上流には、日本一とも言われる「円原の伏流水」があり、下流ではアユ・ア

マゴ等の釣りができます。伊自良川上流には、四季を楽しめ、冬にはワカサギ釣りが体験

できる水量 54 ㎥万 の「伊自良湖」があります。 

歴史的には、縄文・弥生時代の土器や石器などが多数出土する「九合洞窟」や承久の乱

に功績のあった逸見義重の子・三郎他頼隆が創築し、守護土岐氏と深い関係を持つ逃げ込

み城と言われる「大桑城」があったとされる「古城山」などもあり、各地域で様々な祭礼

や伝統的な習俗が伝わっています。また、山県市は「岐阜水栓バルブ発祥の地」であり、

現在も「水栓バルブ企業群」ともいえるほど水栓バルブ関連の企業が多くあるほか、森林

資源を生かした製材業や木工業なども発展してきました。 

他方、公共交通機関により、県都岐阜市まで約 30 分、名古屋市まで約１時間、東京へ

も 3 時間弱で行けるところにありながら、とても豊かな自然に恵まれた地域環境にあるこ

とは、子育てやこどもの成長にとって恵まれた条件であるということを示しています。 

 

○第３段落について 

上記のような山県市の自然や文化等のすばらしさを後世に伝えていこうとすることは、

現代に生きる市民の責務ともいえます。そうした中、そもそもこどもは身体的及び精神的

に未熟であり、前述のようにこどもの成長や子育てを取り巻く厳しい環境を踏まえると、

未来を担うかけがえのない「こどもの成長や子育て」は、地域社会全体で相互に連携・協

力して見守り、子育ちを応援するまちづくりを進めていくことが、とても重要なことであ

ると考えられます。 

無論、こども自身も、命の尊さを知り、自分自身を大切にするとともに、人を思いやる

心を持ち、互いに助け合う精神を持っていなければなりません。 

そのようにして、身体的・精神的に未熟なこどもが健やかに育ち得る社会を実現してい

くことは、全ての市民が、豊かで安心して暮らしていくことができる社会の実現にもほか

ならないことを示しています。 
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○第４段落について 

上記を踏まえ、子育ち応援についての基本理念を明らかにするとともに、子育ちを応援

するための施策を総合的に推進することにより、全ての市民が豊かで安心して暮らしてい

くことができる社会の実現を目指していくため、この条例を制定しようとするものです。 
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 第１条 目 的  
 

（目的） 

第１条 この条例は、子育ち応援についての基本理念を定め、市、保護者、地域住民、

学校等、事業者それぞれの責務及び役割並びにこどもの役目等を明らかにするとと

もに、市が取り組むべき施策を総合的かつ計画的に推進することにより、こどもが

健やかに成長できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

【解説】 

この条例が達成しようとする「目的」を定めています。そのための「手段」として、「子

育ち応援についての基本理念」を定め、「市、保護者、地域住民、学校等及び事業者の責

務、役割並びにこどもの役目等を明らかに」するとともに、「市が取り組むべき施策を総

合的かつ計画的に推進」して、「最終目的」（こどもが健やかに成長できる地域社会の実

現への寄与）を目指すこととしています。なお、これは条例制定の目的を表現したもので

すので、前文とともに条例全体の解釈指針ともなっています。 

制定の趣旨等は、前文でも述べていますので、ここでは簡潔に示しています。また、こ

どもの育成・子育て支援やこどもの人権や保護等については、「児童の権利に関する条約」

や「児童福祉法」のほか、「こども基本法」「子ども・若者育成支援推進法」「次世代育

成支援推進法」「子ども・子育て支援法」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「い

じめ防止対策推進法」「児童虐待の防止等に関する法律」等にも定められています。 

 

【用語の説明】 

責務及び役割等･･･ここには、責任の対義ともなる「権利」も含んで「等」としていま

す。なお、この条例において、市（行政機関）については、果たさなければな

らない「責務（責任と義務）」を規定しています。他方、保護者、地域住民、

学校等及び事業者については、「責務」としては規定せず、「役割」として規

定し、主体ともなり得るこどもについては「役目」と規定しています。なお、

いずれも「こどもが健やかに成長できる地域社会の実現」をするためには必要

な要素です。 

 

子育ち応援･･･詳細は、次条において定めています。なお、「市」「保護者」「地域住

民」「学校等」「事業者」等の範囲についても多義的ですので、次条において

定義しています。 
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児童の権利に関する条約（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こども基本法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前略） 児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、 

愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、 

児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、

国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及

び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し （後略） 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社

会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひと

しく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その

権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し

て、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理

念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、

こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的

とする。 

第一章 総則 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、

その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達

並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野におい

て、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責

任を負う。 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、

すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。この法律は、

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこど

もが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長す

ることができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、

将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこ

ども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等

を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議

を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 
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子ども・若者育成支援推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

次世代育成支援対策推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

子ども・子育て支援法（抄） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の

発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の

理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難

を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな

育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の

取組（以下「子ども・若者育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共

団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策

と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策（以下「子ども・若者育成支援

施策」という。）を推進することを目的とする。 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環

境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共

団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事

項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社

会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とす

る。 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されるこ

とのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が

保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困

の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、

基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定

めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環

境の変化に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する

法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育し

ている者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる

社会の実現に寄与することを目的とする。 
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いじめ防止対策推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待の防止等に関する法律（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身

体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持す

るため、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

以下同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らか

にし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めると

ともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防

止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形

成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすこ

とにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待

の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援

のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児

童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 
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 第２条 定 義  

 

  （定義） 

第２条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。 

（１）子育ち応援 こどもを大切にし、こどもが自ら成長していく姿を家族みんなで、

地域ぐるみで見守ることをいう。 

（２）こども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６条第１項に定

める子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）をい

う。 

（３）保護者 子ども・子育て支援法第６条第２項に定める保護者（親権を行う者、

未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者）をいう。 

（４）地域住民 こどもが育つ地域に居住し、勤務し、若しくは在学する個人又は市

内で活動する法人その他団体をいう。 

（５）学校等 学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童福祉施設その他こどもが

学び育つことを目的とする施設をいう。 

（６）事業者 市内に事務所を有し、又は市内で事業活動を行う個人、法人又は団体

をいう。 

 

【解説】 

この条例で使われている用語において、一般的にはあまり使われていない「子育ち応援」、

多義的な意味を持ち得る用語や対象範囲が多様となり得る「こども」「保護者」「地域住

民」「学校等」「事業者」の用語について、その認識を共通化するため、特別な定めがな

い場合における意味を明確化しています。 

 

○「子育ち応援」について 

「子育ち応援」とは、こどもたち自身の「育ち合い」と「その主体性」に注目し、こど

もを大切にし、こどもが自ら成長していく姿を家族みんなで、地域ぐるみで見守っていく

ことを定めています。 

例えば、近代教育思想の祖とも呼ばれる著名なジャン=ジャック・ルソーによる 1762

年刊行の「エミール、または教育について」では、「万物をつくる者の手をはなれるとき

すべてはよいものであるが、人間の手にうつるとすベてが悪くなる」「だから本当の教育

とは教訓を与えることではなく、訓練させることにある」とあります。つまり、大人はこ

どもを放置することなく、自然からの刺激を受け取りやすい環境を用意する必要があると

いうことです。こうした考え方は、一般的に「消極教育論」とも言われ、その考え方には

賛否もあります。しかし、「子育ち応援」をすることは、「こどもの自己肯定感」を高め、

「こどもに希望を持たせる効果」があり、虐待やいじめ、自殺等を防止して、結婚から子

孫繁栄等へとつながっていくともいわれています。 
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○「こども」について 

こどもの定義については、個別の法律等によって定義が異なっています。例えば、児童

福祉法及び児童の権利に関する条約では「18 歳未満」とされ、子ども基本法では「心身

の発達の過程にある者」とされています。この条例においては、子ども・子育て支援法（平

成 24 年法律第 65 号）第６条第１項に定める子ども（18 歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者）をいうこととしています。 

なお、「こども」の表記については、「子ども」「子供」及び「こども」の三つがあり、

常用漢字表では「子供」とされ、公文書でも通常は「子供」が用いられることが多いので

すが、近年の法令では「子ども」とするものが多くなってきています。ただし、「こども

の日」や「認定こども園」などの表記もあり、令和４年に制定された「こども家庭庁設置

法」や「こども基本法」では「こども」が用いられており、本条例でも「こども」と表記

しています。 

 

○「保護者」について 

上記の趣旨と同様、この条例における保護者は、子ども・子育て支援法第６条第２項に

定める保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者）を

いうこととしています。なお、この「監護」とは、こどもと生活を共にし、身の回りの世

話をすることをいいます。主に、保護者は親を指しますが、親自身が未成年であり親権者

になれない場合の祖父母や親戚の人、児童福祉施設の長が該当したりする場合もあります。 

 

子ども・子育て支援法（抄） 

 

 

 

 

 

 
 
 

児童福祉法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま

での間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達

するまでの者をいう。 

２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子ども

を現に監護する者をいう。 

（定義） 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

一 乳児 満一歳に満たない者 

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

２ 略 
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児童の権利に関する条約（抄） 

 

 

 

 

こども基本法（抄） 

 

 

 

 

○「地域住民」について 

地域住民については、山県市に住民票の登録がある方に限らず、市外からの観光者や買

物・通院者等の市内一時滞在者、市内に不動産を所有している方、市に納税義務を負う方、

移住予定者又は過去に住んでいた方など幅広い概念が存在しますが、この条例では、より

多くの人々に関わっていただくよう、広く定義することを基本としています。 

 

① こどもが育つ地域に居住する個人 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 10 条第 1 項に定める「区域内に住所を有

する者」のほか、実態として子どもが育つ地域に本拠がある方も含んでいます。具体的

には、「生活の本拠地」は子どもが育つ地域にある個人を指し、国籍は問わず、外国人

も含みます。ただし、同法の「者」には、自然人のほか、法人も含み得えますが、ここ

では自然人のみを対象としています。 

 

② こどもが育つ地域に勤務又は在学する個人 

子どもが育つ地域の事業所に通勤する方や子どもが育つ地域の学校に通学する方々を

指し、子どもが育つ地域に居住しているかどうかは問いません。なお、保育所や授産施

設等に通所する個人等については、ここには含みません。 

 

地方自治法（抄） 

 

 

 
 

③ こどもが育つ地域で活動する法人その他団体 

後述の「事業者」と重複する部分もあり、こどもが育つ地域の自治会、子ども会、老

人会、ＰＴＡ、ボランティア団体、特定非営利活動法人、その他地域コミュニティ団体

等を指していますが、民生委員・児童委員、人権擁護委員等も含まれる想定です。 

 

第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住

民とする。  

２ 略 

（定義） 

第一条 この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、

その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 

２ 略 
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○「学校等」について 

子育ちに影響を及ぼす施設として、小学校・中学校・高等学校等以外にも、幼稚園、保

育園、認定こども園、児童福祉施設、その他こどもが学び育つことを目的とする施設を広

く対象にしています。なお、児童福祉施設とは、児童福祉法第７条第１項に規定している

施設を指しています。 

 

児童福祉法（抄） 

 

 

 

 

 

 

○「事業者」について 

法人の住所は、会社法等による「本店の所在地」又は「主たる事務所の所在地」を指し

ますが、営利・非営利等は問いません。また、「団体」も営利・非営利を問いませんが、

一過性の活動ではなく、ある程度継続性のある活動を想定していますので、単に不動産等

を市内に所有しているだけの組織は含みません。 

「法人」以外の「法人格を持っていない団体」も含みますが、これは地方自治法第 260

条の２に基づく地縁団体として認可されていない自治会や老人クラブ等の地縁型組織の

ほか、特定のテーマだけを目的として組織するボランティア団体やスポーツ団体等を想定

しています。 

 

地方自治法（抄） 

 

 

 

 

 

 

第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に

基づいて形成された団体（以下本条において「地縁による団体」という。）は、地域的な共

同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内

において、権利を有し、義務を負う。 

２～１７ 略 

第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、

幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援

センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。市町

村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。  

２ 略 
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 第３条 基本理念  

 

（基本理念） 

第３条 子育ち応援は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。 

（１）こどもの健やかな成長及び自立が図られるとともに、こどもの権利が尊重され

ること。 

（２）こどもが安心して育つことができる環境が確保されるとともに、社会全体で子

育ち応援に取り組む意識が地域に根付くようにされていくこと。 

（３）市、保護者、地域住民、学校等及び事業者が、それぞれの役割を認識し、子育

ち応援に主体的に取り組むとともに、相互に連携・協働して行うこと。 

 

【解説】 

こどもを大切にし、こどもが自ら成長していく姿を家族ぐるみ、地域ぐるみで見守って

いくための基本理念を定めています。なお、こどもの人権や保護等については、「児童の

権利に関する条約」や「児童福祉法」のほか、「こども基本法」「次世代育成支援推進法」

「子ども・子育て支援法」「子ども・若者育成支援推進法」「いじめ防止対策推進法」「子

どもの貧困対策の推進に関する法律」「児童虐待の防止等に関する法律」等においても、

それぞれ規定されています。 

 

○第１号について 

基本理念の一つとして、「こどもの健やかな成長及び自立」「こどもの権利の尊重」を

定めています。ちなみに、こどもの権利について「児童の権利に関する条約」においては、

「生きる権利」「成長する権利」「暴力から守られる権利」「教育を受ける権利」「遊ぶ

権利」「参加する権利」などが定められています（公益財団法人 日本ユニセフ協会ＨＰ）。 

 

○第２号について 

こどもが安心して健やかに成長していくためには、家庭や学校等は無論のこと、それら

を含めた地域社会全体の中で、周囲の環境と関わりながら、たくさんの人々に見守られ、

支えられる環境が大切であると考えられます。 

こどもは、成長の過程において、一人ひとりの個性や自分らしさが認められることによ

って、他者に対する思いやりの心も磨かれ、社会のルールや基本的な生活習慣を身に付き、

社会性が高まっていきます。また、発達段階に応じ、自ら課題を見つけ、考え、解決する

ことができる能力、他人を思いやる心、美しいものに感動する心などの豊かな人間性が身

についていきます。そして、たくましく生きるための健康や体力などが調和した「生きる

力」を身に付けることにより、こども自身が健全に成長できる環境の確保が必要であり、

そうした意識が地域に根付くようにされていくことを２つ目の基本理念としています。 
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○第３号について 

家庭は教育や保育の原点であり、児童福祉法等の規定にもあるように、保護者が子育

てについての第一義的な責任を有しています。そのため、保護者が子育てについての責

任を果たすことができるよう、子育てに対する精神的・経済的負担や不安・孤立感を軽

減し、自信を持ってこどもと向き合える環境を整えるとともに、子育てやこどもの成長

に喜びや生きがいを感じることができるような環境を整えることは重要なことです。 

また、こどもを取り巻く環境が非常に複雑化・多様化してきている中で、家庭の中だ

けで問題を解決することが難しい場合もあり、親として育つこと（親育ち）を社会全体

で支援していくことも重要です。こどもだけでなく、大人である保護者も不安や問題を

抱えているときには、誰かに相談するなど、解決に向けた努力をし、その経験を通して

成長していきますので、こどもとともに保護者が共に育ち合う関係を大切にし、市、地

域住民、学校や事業者等が相互に連携･協働していくことを基本理念の一つとしています。 

 

【用語の説明】 

こどもの健やかな成長及び自立･･･文部科学省が学習指導要領で掲げる「生きる力」

にもある「自らを律しつつ、他人と協調し他人を思いやる心や感動する心」

などを意味しています。 

 

こども基本法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され

保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）

の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全て

の事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保される

こと。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的

責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う

とともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保す

ることにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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子ども・子育て支援法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

子ども・若者育成支援推進法（抄） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本理念） 

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならな

い。 

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立

した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようにな

ることを目指すこと。 

二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受け

ることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考

慮すること。 

三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであ

るとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とするこ

と。 

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分

野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体

的に取り組むこと。 

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が

図られるよう、良好な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の

整備その他必要な配慮を行うこと。 

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を

総合して行うこと。 

七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社

会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応

じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。子ども・子

育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構

成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

（基本理念） 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければなら

ない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子ども

が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子

どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
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次世代育成支援対策推進法（抄） 

 

 

 

 
 

 

いじめ防止対策推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本理念） 

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であること

に鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を

問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対

して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが

児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨

として行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護すること

が特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の

関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

（基本理念） 

第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度

に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身とも

に健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。 

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、

職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在

及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨

として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることに

より、推進されなければならない。 

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、

推進されなければならない。 

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分

野における総合的な取組として行われなければならない。 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が

深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 
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 第４条 市の責務  

 

  （市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、こどもの健やかな成長及び自立が図られるよう

にするため、必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれの役割を果たすことがで

きるような支援及び調整を行うとともに、関係機関との連携に努めるものとする。 

 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていくに当たって、

市の責務を定めています。 

文末の「するものとする」は、「しなければならない」より義務付けの感じが弱くなり、

ある原則や方針を示す場合に用いられ、例えば、合理的な理由があれば、しなくてもよい

という意味にもなります。山県市では、必要な施策を講じる責務を規定しつつも、人的又

は財政的な制約等も考えられ、必ずしも全ての施策を実施できるとは限らないため、完全

な義務付けとはしない前提で定めています。 

 

○第１項について 

前条の基本理念に基づき、必要な施策を推進する上で、市が果たすべき責務を定めてい

ます。なお、基本的施策の考え方については、第 9 条で定めています。 

 

○第２項について 

こどもの健やかな成長及び自立には、社会全体で子どもを育むことが必要であることか

ら、市は、総合調整役として、保護者、地域住民、学校等及び事業者に期す役割が果たさ

れるよう必要な支援と調整を行うとともに、関係機関との連携に努めるべき責務を有して

いることを定めています。 

学校等は、日頃から、市、警察、医療機関等との連携を深め、こどもの安全及び安心を

確保するよう努めることが重要です。そして、こどもの健やかな成長を脅かす差別や虐待、

体罰、いじめ等からこどもを守るため、日頃から児童相談所などとも連携し、こどものさ

さいな変化に気づき、発生した場合には早期発見と対応が大切です。 

こどもの健やかな成長を阻害するおそれのある要因としては、いじめ・不登校・ヤング

ケアラー・貧困・発達障がいなどがあります。山県市では、令和 5 年度から「ＡＩ予測支

援システムによる分析」（こどもに関する各種データ連携による支援実証事業による）を

活用し、こうした困難事例の潜在的な実態の早期発見による早期支援ができないか、教育

部門にとどまらず、福祉・母子等の市長部局のほか、様々な関係機関との連携を検討して

います。 



- 20 - 

 

なお、社会環境や生活基盤の変化など、子育て家庭を取り巻く状況は厳しくなっており、

子育てへの不安や負担を感じている保護者も存在することから、保護者が子育てについて

の責任を果たすことができるようにしていく支援も必要と考えられます。 

 

【用語の説明】 

市の責務･･･「市長の責務」でなく、「市の責務」としているのは、自治体としての

「市」を主体とすることにより、市長のみならず、教育委員会など他の執行

機関も施策を策定・実施する主体となり、こどもの健やかな成長と自立が図

られるよう、市全体で取り組むことを表しています。 

 

市長部局のほか、様々な関係機関･･･児童相談所、警察、民生委員・児童委員、人権

擁護委員、医療機関等を指しています。 

 

子ども・子育て支援法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村等の責務） 

第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を

有する。 

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその

保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ

計画的に行うこと。 

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・

子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行う

とともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、

多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援

が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。 
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 第５条 保護者の役割  

 

（保護者の役割） 

第５条 保護者は、家庭がこどもの心身の成長や人格形成に基本的な役割を果たすこ

とを認識し、こどもが心身ともに安らぎ、安心できる居場所となるよう努めるもの

とする。 

２ 保護者は、こどもが社会生活を営む上での基礎的な生活習慣を身につけることが

できるよう、年齢及び発達に応じて、自立的に成長できるよう愛情を持って子育て

するものとする。 
 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていくに当たって、

保護者の役割を定めています。 
 

○第１項について 

保護者は、こどもにとって最も身近な大人であり、考え、学ぶ対象として影響を大きく

受ける存在です。すなわち、「家庭」は教育及び保育の原点であり、「家庭」や「保護者」

のあり方は、こどもの心身の成長や人格形成等に大きな影響を与える場所となります。そ

して、家庭において「保護者」の深い愛情に包まれる中で、自分が守られている、大切に

されているという安心感や自己肯定感を育んでいくことができます。 

こどもの養育の基本は「家庭」にあり、その「保護者」が第一義的責任を有しており、

「保護者」はこうしたことを認識し、こどもが心身ともに安らぐことができる、心地良い

居場所となる家庭づくりを行うことを保護者の役割として定めています。 
 

○第２項について 

こどもの年齢及び成長・発達の状況に応じて、こどもを育てることが重要であり、その

ことを保護者の役割としています。まず、乳幼児期には、身のまわりの世話をしながら、

こどもの基本的な生活習慣などを身につけることが大切です。その後、こどもの年齢及び

発達に従い、こどもの力を信頼し、その主体性を尊重しつつ、こどもが健やかに成長する

よう見守りながら、状況に応じて、必要な支援や指導を行っていくことが大切となってい

きます。 
 

【用語の説明】 

家庭･･･ここでいう「保護者」は、第 2 条で定義している「保護者」ですので、親以

外にも、祖父母や親戚の人、児童福祉施設の長など、身の回りの世話をする

人のことを指します。そのため、「家庭」とは一般住宅以外にも、こどもの

保護・監護を担う児童福祉施設等も含んでいます。 
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 第６条 地域住民の役割  

 

（地域住民の役割） 

第６条 地域住民は、地域のこどもたちに関心を持ち、こどもが地域との関わりの中

で、健やかに育つ環境づくりに努めるものとする。 

２ 地域住民は、こどもの育ちを支援する取組に協力し、大人からひと声かけるよう

努めるものとする。 

 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていくに当たって、

実効性に最も大きな影響を及ぼすこととなり得る地域住民の役割を定めています。 

 

○第１項について 

こどもの健やかな成長・自立、権利尊重等の機運を高めていくことは、当然に保護者や

行政等だけで確保できるものではありません。地域における多様な世代及びこども同士の

交流、遊びを中心とする様々な体験も重要です。こどもは、生まれ育った地域社会・地域

資源、地域の人々から様々な影響を受けることにより、家庭や学校等では得られない気づ

きを得ながら成長していきます。そのため、地域の大人が、地域や社会のルールをしっか

りとこどもに教え、大人自身がルールを守る態度を示していくことも重要と考えられます。 

そうしたことも踏まえ、地域の人々が互いに思いやり、人権を大切にしながら地域の絆

(きずな)を深め、こどもをしっかりと見守っていくことにより、健やかに育つ環境づくりに 

努めていくことを、地域住民の役割として定めています。 

 

○第２項について 

子育て環境は厳しくなってきており、子育てへの不安や負担を感じている保護者も存在

しており、そうしたことを理解し、保護者が子育てについての責任を果たすことができる

よう、地域社会全体で保護者を支えていくことは、とても重要なことといえます。そのた

め、「こども 110 番の家」や「学校の登下校時における子どもの見守り活動」のほか、 

ファミリー・サポート・センター事業や子育てボランティアへの参加など、自身が関われ

る範囲内で関わり、大人からひと声かけるなどのこども・子育ての応援に努めることを地

域住民の役割として定めています。 

なお、「地域住民」とは、第２条にて定義した地域住民であり、当該地域に居住する人

だけでなく、当該地域に勤務又は在学する人も含め、幅広な地域のこどもたちとのステー

クホルダーを含んでいます。そうした全ての地域住民に関心を持ってもらい、こどもたち

が地域との関わりの中で、健やかに育つ環境づくりに努めることを役割として定めていま

す。 
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 第７条 学校等の役割  

 

（学校等の役割） 

第７条 学校等は、こどものありのままを受けとめ、一人一人の成長に応じた支援に

努めるものとする。 

２ 学校等は、保護者や地域住民とともに、こどもに係る情報を共有し、こどもの成

長を積極的に認め、励ますよう努めるものとする。 
 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていくに当たって、

一般的に家庭以外で最も多い時間を過ごす場所と考えられる学校等の役割を定めています。 

 

○第１項について 

学校等は、こどもが家庭以外で日常的に過ごす場であり、自分の家族以外のこどもと生

活する場でもあります。様々な立場にあるこどもたちが、それぞれに最大限の能力を伸ば

すことができるような場づくりや機会を提供することも大切なことと考えられます。 

そうした学校等においては、集団生活を通じて、他人を思いやる気持ちや自分を律する

心を育み、豊かな心や健やかな体などが調和した生きる力を身に付けることができるよう

に努めていくことを役割として定めています。なお、「学校等」とは、第２条にて定義し

た学校等であり、学校や幼稚園、保育園や認定こども園、児童福祉施設のほか、こどもが

学び育つことを目的とする施設を幅広く指しています。 

 

【保育における基本的理念】 

 国が定める「保育所保育指針」において、「保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成

にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場」であり、「入所する子ど

もの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場」

としなければならないと定められています。 

「育みたい資質・能力」として、①知識及び技能の基礎、②思考力・判断力・表現力等

の基礎、③学びに向かう力・人間性等が掲げられています。「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい１０の姿」としては、①健康な心と体、②自立心、③協同性、④道徳性・規範意

識の芽生え、⑤社会生活との関わり、⑥思考力の芽生え、⑦自然との関わり・生命尊重、

⑧数量・図形、文字等への関心・感覚、⑨言葉による伝え合い、⑩豊かな感性と表現等が

掲げられています。その上で、「幼児が生活や遊びの中で感性を働かせて良さや美しさを

感じ取り、できることを工夫して使えるようにすることが重要」とも指摘されています。   

こうした中で、山県市においては、上記のような資質や能力を育んでいけるような保育

環境の整備と充実を推進しています。 
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○第２項について 

学校等関係者は、地域との信頼関係を築き、関係機関等と連携を図りながら、こどもが

主体的に学び、成長することができるよう、必要な支援に努めることを規定しています。 

学校が、こどもと地域とのつながりの拠点の一つとして有益な機能を有することは、平

成 27 年 12 月の中央教育審議会の答申「新しい時代の教育と地方創生の実現に向けた学

校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」においても随所に触れられて

いますので、以下、主な関係箇所を抜粋します。 

・ 社会総掛かりでの教育の実現を図る上で、学校は、地域社会の中でその役割を果たし、地域

とともに発展していくことが重要であり、とりわけ、これからの公立学校は、「開かれた学校」

から更に一歩踏み出し、地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかとい

う目標やビジョンを地域住民等と共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともに

ある学校」へと転換していくことを目指して、取組を推進していくことが必要である。すなわ

ち、学校運営に地域住民や保護者等が参画することを通じて、学校・家庭・地域の関係者が目

標や課題を共有し、学校の教育方針の決定や教育活動の実践に、地域のニーズを的確かつ機動

的に反映させるとともに、地域ならではの創意や工夫を生かした特色ある学校づくりを進めて

いくことが求められる。 

・ 地方創生の観点からも、学校という場を核とした連携・協働の取組を通じて、子供たちに地

域への愛着や誇りを育み、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながり

を深め、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進

していくことが重要である。成熟した地域が創られていくことは、子供たちの豊かな成長にも

つながり、人づくりと地域づくりの好循環を生み出すことにもつながっていく。また、地域住

民が学校を核とした連携・協働の取組に参画することは、高齢者も含めた住民一人一人の活躍

の場を創出し、まちに活力を生み出す。さらに、地域と学校が協働し、安心して子供たちを育

てられる環境を整備することは、その地域自身の魅力となり、地域に若い世代を呼び込み、地

方創生の実現につながる。 

一方的に、地域が学校・子供たちを応援・支援するという関係ではなく、子供の育ちを軸

として、学校と地域がパートナーとして連携・協働し、互いに膝を突き合わせて、意見を出

し合い、学び合う中で、地域も成熟化していく視点が重要である。子供たちも、総合的な学

習の時間や、放課後・土曜日、夏期休業中等の教育活動等を通じて地域に出向き、地域で学

ぶ、あるいは、地域課題の解決に向けて学校・子供たちが積極的に貢献するなど、学校と地

域の双方向の関係づくりが期待される。 

地域によっては、公民館等の社会教育施設を一つの拠点として、高齢者の健康維持や文化

の伝承等の地域課題に関わる社会教育活動を、住民が主体となって活発に行っているところ

もある。学校という場を地域の人々が集い、学び合う場としていくだけでなく、このような

拠点が学校とつながり、双方向の関係を持つことも有益である。 
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【用語の説明】 

コミュニティ・スクール･･･平成 27 年 12 月の中央教育審議会の答申「新しい時代

の教育と地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の

推進方策について」を踏まえ、学校運営協議会の設置の努力義務化やその役

割の充実などを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

改正が行われ、平成 29 年 4 月 1 日から施行されました。学校運営協議会制

度ともいわれ、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むこと

が可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組み

です。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、

地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。（文

部科学省ＨＰから一部修正抜粋） 

 

山県学園構想･･･国内の様々な地域で学校の統廃合が進む中、市では小規模校の統廃

合を当面はせず、市内の小中学校を一つの学園として位置付けようとする構

想です。その実現方法としては、専科教員の授業日を工夫した複数校の掛け

持ち、マイクロバスを活用した合同授業などが考えられます。 
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 第８条 事業者の役割  

 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、子育てに関する理解を深めるとともに、職場で働く保護者が仕事

と子育てを両立できるよう、就労環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は、こどもの育ちを支援する取組に協力し、応援するよう努めるものとす

る。 

 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていくに当たって、

事業者の役割を定めています。 

 

○第１項について 

保護者が仕事と子育てを両立させ、仕事と生活の調和を図るためには、その職場環境が

大きく影響します。そのため、事業者は「仕事と生活の調和の実現（ワーク・ライフ・バ

ランス）」の観点から、仕事と子育てを両立することが可能な働きやすい就労環境の整備

に努めることを事業者の役割として定めています。中小零細企業においては、具体化する

ことが困難な場合も多くありますが、育児休業等の制度の充実や労働時間短縮などの促進

に取り組んだり、柔軟な働き方が可能な仕組みを整えるとともに、それを実際に活用でき

るよう職場内の子育て家庭への理解を促進したりしていくことなどが考えられます。 

近年、少子高齢化やライフスタイルの多様化など、私たちを取り巻く環境は大きく変化

しています。このような中で、男女が互いに人権を尊重するとともに責任を分かち合い、

多様な価値観を認め合うことが必要となっています。そこで、一人一人が仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）を図りながら、希望するあらゆる分野において活躍でき

る社会を築くことが必要となっています。そこで、第４次山県市男女共同参画プラン（令

和 4 年度～令和８年度）の基本理念においては、「多様な価値観を認め合い、あらゆる分

野において 男女が ともに 活躍できる山県市」としています。 

上述のような企業を推奨すべく、厚生労働省では「くるみん認定制度」や「えるぼし認

定制度」、経済産業省では「健康経営優良法人認定制度」などの制度が設けられており、

岐阜県では「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の認定制度があり

ます。山県市では、いきなりこうした認定を受けることが困難な企業も存在することを踏

まえ、スモールスタートを応援する「山県市さくらカンパニー制度」を設けています。 

「事業者」とは第２条にて定義した事業者であり、市内に事業所等が存在するかどうか、

営利・非営利等は問いません。「団体」は法人以外にも、地方自治法に基づく地縁団体や

非認可の自治会や老人クラブ等の地縁型組織のほか、各種ボランティア団体やスポーツ団

体等も含んでいます。そうした幅広な事業者の役割を定めています。 
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○第２項について 

地域社会の構成員である事業者は、その社会的影響力と社会的責任を認識した事業活動

を行いながら、ボランティア活動や環境問題への取組など、地域社会の一員としての社会

的役割も求められていますので、「こどもの育ち」を支援する取組へ協力し、応援に努め

ることを定めています。 

具体的には、地域住民、学校等、事業者が市と連携してこどもを見守っていくことなど

が考えられますが、こどもが社会の仕組み・職業などの生き方について学ぶことも必要で

あるため、例えば、こどもの職場見学や職業体験などの機会が提供されることも期待され

ます。また、こどもが来店したり利用したりすることが想定されるような事業者の施設に

おいては、施設の安全性や利便性の確保（例：おむつ交換場所の設置やこどもスペースの

確保など）に配慮されることも期待されます。 

 

【用語の説明】 

山県市さくらカンパニー制度･･･ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に積極的に

取り組んでいる企業・事業所などを山県市が認定する制度です。 

 

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業･･･企業における従業員の仕事

と家庭の両立支援や女性の活躍推進等について、特に優れた取組を行う企業

を岐阜県が認定する制度です。 

 

くるみん認定制度･･･子育てサポート企業として、次世代育成支援対策推進法に基づき、

厚生労働大臣（都道府県労働局へ委任）が企業に対して行う認定制度です。

企業が次世代育成支援対策推進法に基づいた事業主行動計画の策定・届出を

行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場

合、申請により「子育てサポート企業」として認定されます。なお、くるみ

ん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の要件を満たし

た場合には、優良な「子育てサポート企業」として特例認定（プラチナくる

みん認定）を受けることができます。 

 

えるぼし認定制度･･･一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活

躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場

合に、厚生労働省から認定されます。なお、えるぼし認定企業のうち、一般

事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特

に優良である等の一定の要件を満たした場合には「プラチナえるぼし認定」

がされ、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるようになっています。 
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健康経営優良法人認定制度･･･地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健

康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企

業等の法人を経済産業大臣が顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な

法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関など

から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法

人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することが目標と

されています。なお、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と中

小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の 2 つの部門により、そ

れぞれ「健康経営優良法人」が認定されています。「健康経営優良法人」に

認定されますと、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の

健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会

的な評価を受けられます。 

 

子ども・子育て支援法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子化社会対策基本法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職

業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うこ

とにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子

ども・子育て支援に協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国

又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生

活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するため

の施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることが

できる社会の実現に資するよう努めるものとする。 
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こども基本法（抄） 

 

 

 

 

 
 
 
 

次世代育成支援対策推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

いじめ防止対策推進法（抄） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の

充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、

国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整

備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇

用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国

又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

（学校の設置者の責務） 

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止

等のために必要な措置を講ずる責務を有する。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保

護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの

防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けてい

ると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

（保護者の責務等） 

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する

児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導

その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじ

めから保護するものとする。 

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの

防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解し

てはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設

置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。 
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 第９条 こどもの役目  

 

（こどもの役目） 

第９条 こどもは、命の尊さを知り、自分自身を大切にするとともに、人を思いやる

心を持ち、互いに助け合うものとする。 

 

【解説】 

こどもが心身ともに健やかに育ち得る社会を実現していくためには、こども自身の意識

やあり方が最も大切であるとも言えます。そうしたことを踏まえて、こども自身の役目を

定めています。なお、こどもの権利等は、本条の「こどもの役目」を果たすことを条件に

認められているわけではありません。 

 

○こどもの役目について 

まずもって、こどもは命の尊さを知り、自分自身のかけがえのない命を大切にするとと

もに、互いを認め、助け合うことで自己肯定感を高めていくことになります。それにより、

他の人もまた同じ権利を持っていることを知ることになります。 

一方で、こども生活の中で起きる虐待やいじめ、差別、暴力など、こどもの精神的又は

肉体的な権利侵害は、こどもの成長に大きな影響を及ぼすおそれがあります。そうした権

利侵害は、こども同士においても防がなければなりません。 

そうした場面を見た場合や自身にふりかかってきたときには、適切な大人に相談するこ

とが大切です。 
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 第１０条 基本的施策  

 

（基本的施策） 

第９条 市は、こどもが健やかに育つための支援を行うとともに、保護者、地域住民、

学校等及び事業者と連携・協働し、次に掲げる施策を実施するものとする。 

（１）こどもが自然や文化、地域社会との関わりの中で様々な経験や多世代との交流

ができる機会の提供 

（２）犯罪、交通事故その他こどもの健全な成長を阻害する危険などからこどもを守

り、こどもが安全に、かつ、安心して過ごすことができる環境の整備 

（３）障がい、虐待、いじめ、不登校、経済的困難などを理由とした支援を必要とす

るこどもに対し、当該こどもの置かれた状況及び環境に応じた必要な支援 

（４）虐待、いじめなどの防止、早期発見及び迅速な対応に必要な施策 

（５）地域住民、学校等、事業者、警察及び医療機関などと連携し、保護者が安心し

て子育てをすることができるようニーズに応じた幅広い支援 

（６）こども及び保護者が抱える様々な悩みに対して、安心して相談できる相談支援

体制の充実 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

 

 

【解説】 

こどもが健やかに成長し、自立が図られ、こどもの権利が尊重されていく地域社会の実

現を目指す上で、市が実施すべきことを定めています。なお、この条例の基本理念を推進

していくためには、当然ながら、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携・協働して

実施すべき施策は多く、そうした基本的な施策について、代表的な視点により定めていま

す。 

 

○第１号について 

近年、都市化や少子化などの社会変化に伴い、こどもが安心して地域で過ごすことので

きる場所が減少してきており、友達関係の形成やこどもの自主性・社会性の発達などに影

響を及ぼすことが懸念されます。 

こどもが自らの生活に関わる様々な場面（家庭、地域、学校等）で参加し、意見を表明

できることは、こどもの地域への愛着を育むとともに、社会の一員として自己実現を図っ

ていく上でとても大切なことと考えられます。また、こどもが健やかに育つ上で、自然や

文化芸術、地域社会で多世代の多くの人と触れ合う経験はとても有効な要素の一つと考え

られます。 

そうしたことから、こどもが自然や文化、地域社会との関わりの中で、市が、保護者、

地域住民、学校等及び事業者と連携・協働し、様々な経験や多世代との交流ができる機会
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等を提供していくことを基本的施策の一つとしています。 

 

○第２号について 

こどもが健全に成長していく上で、こどもを犯罪や交通事故等の危険から守り、安全で

安心して過ごすことができる環境はとても大切な要素の一つです。近年では、通学路での

交通事故以外にも、スマートフォン等の普及に伴い、暴力や性に関わる有害情報にこども

が触れる機会が増えています。さらに、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷やいじめの

ほか、個人情報の流出、犯罪にこどもが巻き込まれ、生命の安全が脅かされる事例なども

全国的には発生しています。そのため、市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連

携・協働し、こうした有害・危険な環境からこどもを保護し、こどもが安全にかつ安心し

て暮らすことができるような環境の整備を基本的施策の一つとしています。 

 

○第３号について 

「支援を必要としているこども」とは、障がいのあるこども、虐待やいじめを受けてい

るこども、加害者となっているこども、不登校や引きこもり等のこども、経済的に困難な

家庭のこども、ひとり親家庭のこども、外国籍のこども、病気や不登校により長期間通学

できないこども、成長に見合わない重い責任や負担を負うヤングケアラー、性的マイノリ

ティのこども、様々な悩みや問題を抱えているこどもなど、社会生活を営むうえで困難を

有するこどもは多岐にわたっています。 

とりわけ、いじめ等の人権侵害は、心身の成長と人格の形成に大きな影響を与え兼ねま

せんし、厚生労働省の平成 30 年「国民生活基礎調査」によると、こどもの貧困率は 13.5% 

と約７人に１人が貧困状態にあるという結果となっています。また、こうした要素が複数

の要因となっている場合や、こどもの成長により変化していくことも考えられます。そこ

で、こうしたこどもに対して、市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携・協働

し、置かれた状況や環境に応じた支援をしていくことを基本的施策の一つとしています。 

 

○第４号について 

虐待、いじめ、体罰等は、こどもが誰にも相談できずに苦しんでいる事例は非常に多く、

こども同士や保護者、育ち学ぶ施設等、こどもの育ちに欠かせない基本的な人間関係の中

で生じる事例も多くあると言われます。そのため、こどもやその関係者からの相談を受け、

救済する体制を構築し、関係機関と協力し、こどもの権利侵害の予防及び早期発見により、

その被害を受けたこどもの迅速かつ適切な救済等の支援を図る必要があります。 

家庭内でこどもへの躾(しつけ)という名のもとに行われる体罰・虐待が、依然として後を

絶たないと言われています。また、夫婦間のＤＶ等家庭内の問題がこどもへの体罰・虐待

にも発展していく傾向も指摘されています。そのため、こうしたことへの対応については、

教育現場のみならず、関係機関が緊密に連携し、地域全体で対応や支援することが不可欠

といえます。そして、これらの事実があると思われるときには、市は、保護者、地域住民、
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学校等及び事業者と連携・協働し、迅速に対応することを基本的施策の一つとしています。 

 

○第５号について 

子育てについては、児童福祉法等の規定にもあるように、保護者が第一義的な責任を有

していますが、昨今では、家族の多様化、共働き世帯の増加や地域における近隣関係の希

薄化等により、地域の中で家庭が孤立しがちな状況にもあります。 

そのため、子育て家庭においては、不安を抱え悩んでいても相談しづらく、ワンオペ育

児という言葉に代表されるように孤立した子育てをしている場合や、情報社会の中で子育

ての責任を過剰に感じている場合もあります。 

そうしたことから、保護者が親としての役割を十分に発揮できるよう、市及び地域住民

等の社会全体でこどもと子育て家庭を支援していくことが重要ともいえます。 

具体的には、市の母子保健事業のほか、「子育て世帯包括支援センター」「こども家庭

センター」「こどもサポートセンター」での事業をはじめ、育ち学ぶ施設（学校等）、子

育て支援に関係する機関や子育てサークル、民生委員・児童委員等と子育て支援のネット

ワークづくりの推進、保護者同士の交流の機会の提供など、地域と行政が連携して、子育

て家庭の多様なニーズにあったきめ細かな支援を行う必要があります。 

 

○第６号について 

虐待、いじめ、体罰等は、こども同士や保護者、学校関係者等、こどもの成長に欠かせ

ない身近な人間関係の中で生じていて、 誰にも相談できずに苦しんでいるこどももいます。 

また、こどもは心身ともに成長途上にあることから、自分の置かれている状況やされて

いることが権利侵害だと理解できない場合や、うまく自分の言葉で説明ができない場合も

あります。特に、加害相手が大人の場合、弱い立場にあるこどもが自ら助けを求めること

ができないなど、権利侵害が日常化してしまい、こどもの心に深い傷を残すことになって、

その後の成長に大きな影響を及ぼすことも懸念されます。 

他方、保護者においても、家族の多様化や人間関係・社会意識の希薄化等の進行によっ

て、子育てに関する悩みを相談する相手がいないなど、子育て家庭が孤立しやすい状況に

もあります。 

こうした状況の中で、こどもからの相談やこどもに関する保護者からの相談があった場

合、市は関係機関と連携し、安心して相談支援できる体制を充実させることを基本的施策

の一つとしています。 

なお、こどもの活動範囲は大人に比べて狭いので、自力での移動や来庁・電話・メール

等での相談が大人に比べて難しくなることも想定されます。そうしたこどもの特性等も踏

まえて、市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携・協働し、こどもが安心して

相談できる機会の確保や相談機能の充実に努めることを基本的施策の一つとしています。 

 

○第７号について 
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近年の社会環境や生活基盤等は著しく変化してきており、子育て家庭を取り巻く状況も

厳しくなってきている中で、市が、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携・協働し

て、こどもが健やかに育つための支援を行うべき施策も多岐にわたってきています。 

そのため、第３条に掲げる基本理念を推進するためには、第１号から第６号に掲げる以

外の施策も必要になってくると考えられます。そうしたテーマを包括的に補完するため、

市が、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携・協働して実施すべきと市長が必要と

認めるものという施策を定めています。 

具体的に、現時点で考えられるものとしては、この条例のほか、日本国憲法で保障され

ている基本的人権や児童の権利に関する条約に定められているこどもの権利等について、

大人とこども自身の理解を深める施策、各種施策の効果検証・分析や多地域の事例等の情

報収集などが考えられます。 

また、山県市まちづくり基本条例第 12 条には、市民生活に大きな影響を与える条例及

び計画等の制定又は策定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求め

る（意見公募：パブリックコメント）ことが定められていますが、こどもの意見表明や社

会参加を促進していくことも重要と考えられます。こどもが社会の一員として社会活動に

参加することは、地域への愛着を育み、次世代を担う大人へと成長していく上で貴重な経

験にもなると考えられるからです。 

 

【用語の説明】 

児童虐待･･･児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第 2 条におい

て、保護者による児童虐待行為として、①身体的虐待、②性的虐待、③心理

的虐待、④ネグレクト（養育の怠慢・拒否等）が規定されています。 

 

ワンオペ育児･･･夫婦だけの家庭や夫婦とこどもだけの家庭において、夫婦のうちどち

らか 1 人のみが在宅し、家事・育児などを行っている状態をいいます。 

 

山県市まちづくり基本条例（抄） 

 

 

 

 

 
 

山県市パブリックコメント手続実施要綱（抄） 

 

 

 

 

（意見公募） 

第１２条 市長は、市民生活に大きな影響を与える条例及び計画等の制定又は策定等に当た

っては、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。 

２ 市長は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うものとする。  

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
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（１）パブリックコメント手続 政策等の策定に当たり、その案の趣旨、内容等を実施機関が

公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、

提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。 

（２）実施機関 市長（水道事業管理者としての権限を行う市長を含む。）、消防長、教育委員

会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。 

（３）市民等 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

エ 市内に存する学校に在学する者 

オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

（対象） 

第３条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。 

（１）市の基本的な政策に関する計画及び指針等の策定及び改定 

（２）市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃 

（３）市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

（４）その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は要綱の策定、

改定、制定又は改廃 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメント手続の対象としないこ

とができる。 

（１）迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの 

（２）市税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及びその他金銭の徴収に関するもの 

（３）国及び県などの上位計画などとの整合性を図るため、市の裁量の余地が少ないもの 

（４）法令等の規定に基づき、広く市民等の意見聴取を行わなければならないもの 

（５）審議会等が、パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法に

より意見聴取を行うもの 

（６） 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 74 条第 1 項の規定による直接請求により直

接請求により議会に提出するもの 

 

（意見の取扱い及び公表） 

第７条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の案について

意思決定を行うものとする。 

２ 実施機関は、政策等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対

する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、政策等の案を修正したと

きは、その修正内容を合わせて公表するものとする。 

３ 提出された意見が、山県市情報公開条例(平成 15 年山県市条例第 159 号)第 5 条に規定

する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。 

４ 第 5 条の規定は、第 2 項の規定によるパブリックコメント手続の結果の公表の方法につ

いて準用する。 
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 第１１条 財政措置  

 

  （財政措置） 

第１１条 市は、子育ち応援に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の

措置を講ずるものとする。 

 

【解説】 

この条例の基本理念を目指すための施策を積極的に推進していくための財政上の措置に

ついて定めています。 

 

○財政上の措置について 

山県市の財政にも限度があり、当然、全ての施策を潤沢又は永続的に実施できる保証は

ありません。しかし、財政上の理由で各種施策の実施の有無が左右されることは望ましく

はありません。そこで、努力義務ではありますが、この財政上の措置に関する規定を定め

ることにより、実効性の担保を目指そうとしているものです。 

 

地方自治法（抄） 

 

地方財政法（抄） 

 

第一条の二 普通地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域におけ

る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。  

２ 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての

存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方

自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立っ

て行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に

担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公

共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施

策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなけ

ればならない。 

（地方財政運営の基本） 

第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は

国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。 

２ 略 
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 第１２条 委 任  

 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

【解説】 

「市長が別に定める」ものとしては、「規則」のほか、「要綱」「要領」などがあり、

山県市公文書規程（平成 15 年訓令甲第 1 号）により、告示・公告・訓令甲・訓令乙・内

訓等で発令することとなっています。 

 

山県市公文書規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(文書の種類) 

第７条 略  

（１）令達文書 

（２）往復文書 

（３）前 2 号以外の文書 

２ 令達文書は、次のとおりとする。 

（１）条例 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 14 条第 1 項の規定により制定するもの 

（２）地方自治法第 15 条第 1 項の規定により制定するもの 

（３）告示 法令の規定により、又は行政処分で一般に告知するもの 

（４）公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの 

（５）訓令甲 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの 

（６）訓令乙 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のないもの 

（７）内訓 庁中又は出先機関に対する命令で機密に属するもの 

（８）達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの 

（９）指令 申請、伺い等に対して指示命令するもの 
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 附 則  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 
 

【解説】 

この条例の効力が発動する日が定められています。なお、条例の内容とし、市民の権利

を制限したり、市民に義務を課したりして、罰則等を定める場合には、公布日と施行日を

ずらし、一定の周知期間を設けることもあります。 

しかし、この条例は、そうした規制内容ではなく、こどもを大切にし、こどもが自ら成

長していく姿を家族ぐるみ、地域ぐるみで見守っていくための考え方が定められているも

のです。また、関係団体等とは素案について議論もしていて、パブリックコメントも実施

してきていることから、制定後、更に一定期間を置く必要がないものとして、施行日は公

布日としています。 

なお、地方自治法第 16 条第１項により、議会の議長は、条例制定の議決があったとき

は、3 日以内に市長に送付することとなっています。また、同条第 2 項により、市長は、

送付を受けてから 20 日以内に公布しなければならないこととなっています。この条例は、

令和６年●月●日に議決され、令和６年●月●日に公布となりましたので、令和６年●月

●日からの施行となっています。 

ちなみに、「公布」の方法は、山県市公告式条例（平成 15 年山県市条例第 3 号）第 2

条第 1 項に基づき市長が署名し、同条第 2 項に基づく別表による「市役所前掲示場」「伊

自良支所前掲示場」「美山支所前掲示場」の 3 箇所に掲示することとなっています。 

 

地方自治法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十六条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、

その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二

十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、

この限りでない。 

３ 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日

から、これを施行する。 

４ 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項

は、条例でこれを定めなければならない。 

５ 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規

程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、

この限りでない。 
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山県市公告式条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾

に市長が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、別表の掲示場に掲示することにより行うものとする。 

別表(第２条関係) 

山県市役所前掲示場 

山県市伊自良支所前掲示場 

山県市美山支所前掲示場 
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山県市「子育ち」応援条例（全文） 

 

全てのこどもは、輝く個性と無限の可能性を秘めています。そして、そのこどもたちは、

未来をつくる希望であり、かけがえのない存在です。しかし、急速な少子化や家族の多様

化、地域とのつながりや人間関係の希薄化が進み、こどもの貧困、いじめや児童虐待が社

会問題化するなど、こどもや子育てを取り巻く環境は厳しさを増してきています。 

そうした中、山県市には、清流や緑豊かな森林が持つ自然の恵み、先人たちが築き上げ

てきた長い歴史や豊かな文化、地域に根ざした産業が培われており、こうした環境は子育

てやこどもの成長にとって恵まれた条件といえます。 

そもそも、こどもは身体的及び精神的に未熟であり、こうした地域社会全体で相互に連

携・協力して見守り、子育ちを応援するまちづくりを進めていくことは、とても重要なこ

とであると考えられます。無論、こども自体も自分自身を大切にし、互いに思いやり助け

合いに努める必要があります。 

そのようにして、こどもが心身ともに健やかに育ち得る社会を実現していくことは、社

会的弱者と言われる市民を含め、誰もが豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に

もほかなりません。 

そこで、子育ち応援についての基本理念を明らかにし、子育ちを応援するための施策を

総合的に推進するため、この条例を制定します。 
 

  （目的） 

第１条 この条例は、子育ち応援についての基本理念を定め、市、保護者、地域住民、学

校、事業者等それぞれの責務及び役割並びにこどもの役目等を明らかにするとともに、

市が取り組むべき施策を総合的かつ計画的に施策を推進することにより、こどもが健や

かに成長できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
 

（定義） 

第２条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。 

（１）子育ち応援 こどもを大切にし、こどもが自ら成長していく姿を家族みんなで、地

域ぐるみで見守ることをいう。 

（２）こども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６条第１項に定める

子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）をいう。 

（３）保護者 子ども・子育て支援法第６条第２項に定める保護者（親権を行う者、未成

年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者）をいう。 

（４）地域住民 こどもが育つ地域に居住し、勤務し、若しくは在学する個人又は市内で

活動する法人その他団体をいう。 

（５）学校等 学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童福祉施設その他こどもが学び

育つことを目的とする施設をいう。 

（６）事業者 市内に事務所を有し、又は市内で事業活動を行う個人、法人又は団体をい

う。市内に居住し、勤務し、又は在学する個人をいう。 
 

（基本理念） 
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第３条 子育ち応援は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。 

（１）こどもの健やかな成長及び自立が図られるとともに、こどもの権利が尊重されるこ

と。 

（２）こどもが安心して育つことができる環境が確保されるとともに、社会全体で子育ち

応援に取り組む意識が地域に根付くようにされていくこと。 

（３）市、保護者、地域住民、学校等及び事業者が、それぞれの役割を認識し、子育ち応

援に主体的に取り組むとともに、相互に連携・協働して行うこと。 
 

 （市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、こどもの健やかな成長及び自立が図られるようにす

るため、必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれの役割を果たすことができる

ような支援及び調整を行うとともに、関係機関との連携に努めるものとする。 
 

（保護者の役割）  

第５条 保護者は、家庭がこどもの心身の成長や人格形成に基本的な役割を果たすことを

認識し、こどもが心身ともに安らぎ、安心できる居場所となるよう努めるものとする。 

２ 保護者は、こどもが社会生活を営む上での基礎的な生活習慣を身につけることができ

るよう、年齢及び発達に応じて、自立的に成長できるよう愛情を持って子育てするもの

とする。 
 

（地域住民の役割）  

第６条 地域住民は、地域のこどもたちに関心を持ち、こどもが地域との関わりの中で、

健やかに育つ環境づくりに努めるものとする。 

２ 地域住民は、こどもの育ちを支援する取組に協力し、こども・子育てを応援するよう

努めるものとする。 
 

（学校等の役割）  

第７条 学校等は、こどものありのままを受けとめ、一人一人の成長に応じた支援に努め

るものとする。 

２ 学校等は、保護者や地域住民とともに、こどもに係る情報を共有し、こどもの成長を

積極的に認め、励ますよう努めるものとする。 
 

（事業者の役割）  

第８条 事業者は、子育てに関する理解を深めるとともに、職場で働く保護者が仕事と子

育てを両立できるよう、就労環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は、こどもの育ちを支援する取組に協力し、応援するよう努めるものとする。 
 

（こどもの役目）  

第９条 こどもは、命の尊さを知り、自分自身を大切にするとともに、人を思いやる心を

持ち、互いに助け合うものとする。 
 

  （基本的施策） 
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第１０条 市は、こどもが健やかに育つための支援を行うとともに、保護者、地域住民、

学校等及び事業者と連携・協働し、次に掲げる施策を実施するものとする。 

（１）こどもが自然や文化、地域社会との関わりの中で様々な経験や多世代との交流がで

きる機会の提供 

（２）犯罪、交通事故その他こどもの健全な成長を阻害する危険などからこどもを守り、

こどもが安全に、かつ、安心して過ごすことができる環境の整備 

（３）障がい、虐待、いじめ、不登校、経済的困難などを理由とした支援を必要とするこ

どもに対し、当該こどもの置かれた状況及び環境に応じた必要な支援 

（４）虐待、いじめなどの防止、早期発見及び迅速な対応に必要な施策 

（５）地域住民、学校等、事業者、警察及び医療機関などと連携し、保護者が安心して子

育てをすることができるようニーズに応じた幅広い支援 

（６） 前６号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
 

  （財政措置） 

第１１条 市は、子育ち応援に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置

を講ずるものとする。 
 

   （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
 

      附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例 
 

  平成１９年岐阜県条例第１１号 
 

子どもは未来の宝であり、社会の宝です。 

岐阜県の将来を担う子どもたちが、健やかに生まれ、心豊かに成長することは県民すべての願いです。 

子どもは、家族やその周りの様々な人々とともに、遊び、学び、育ちます。大人もまた、子どもととも

に過ごす時間を楽しみ、その育つ姿から、明日への希望をもらいます。 

しかし、今、生まれてくる子どもは減り続けており、子どもに対する虐待、いじめなどが大きな問題に

なっています。 

このまま子どもが減り続けるとどうなるのでしょうか。 

働く人が減って経済は小さくなり、年金などの社会保障制度を支えていくことが難しくなるほか、地域

社会が衰退することが心配されます。 

このように、少子化は社会に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。 

県民からは、「子どもや子育て家庭に対して社会が冷たい」、「子育てでいざというときに頼れるところが

ない」、「仕事と家庭が両立できない」といった声が寄せられました。 

もとより、結婚や出産は個人的な問題ですが、このような不安により結婚や出産をためらっている人が

います。 

岐阜県では、共働きの家庭が多い中、長い時間働く男性が多く、子育てや家事の女性への負担が大きい

こと、進学や就職を理由に県外へ出て行く若者が多いことなど、課題があります。 

一方、豊かな自然、歴史、文化や伝統はもとより、三世代同居の割合が高いこと、住宅事情が良いこと

などの子育て環境をもっています。 

こうした岐阜県の特徴を活(い)かしながら、不安や問題を取り除き、結婚や出産を望む人の願いがかな

う社会、子どもや家庭がその周りの様々な人々に見守られ、ともに支え合いながら安心して健やかに暮ら

すことができる地域を実現していくことは県民すべての願いです。 

少子化は、国全体に関わる問題であり、国と連携を図りながら取り組む必要があります。一方で、地域

で暮らす人々一人ひとりが直面している課題であり、この問題に取り組むことは地域づくりそのものであ

ることを踏まえれば、地域においてこそ主体的に取り組む必要があります。 

地域、職場や行政がともにこのような社会や地域づくりを進めるため、県民の総意として、ここに、安

心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例を定めます。 
 

（めざすもの） 

第一条 この条例は、社会全体で、安心して子どもを生み育てることができる岐阜県をつくることをめざ

します。 
 

（大切にしたいこと） 

第二条 安心して子どもを生み育てることができる岐阜県をつくるため、次のとおり考え、その考えを大

切にします。 
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一 子育てにやさしい社会をつくります。 

二 地域で子育てを支えます。 

三 仕事と家庭をともに大事にします。 
 

（子育てにやさしい社会づくり） 

第三条 子育てにやさしい社会をつくるため、県民は、子育て家庭に関心をもち、やさしく手をさしのべ

ます。 

２ 県は、県民とともに次のとおり取り組みます。 

一 社会全体で子育て家庭を応援する雰囲気づくりをします。 

二 結婚、出産や子育てのすばらしさを伝えます。 

三 豊かな自然の中で子育てができることなど、岐阜県の子育てのしやすさや暮らしやすさを伝えます。 

四 子育てにやさしい社会をつくるための取組について、情報を集め、発信することにより、社会全体

で広く取組が行われるよう促します。 

五 その他子育てにやさしい社会をつくるために必要なことを行います。 
 

（地域で支える子育て） 

第四条 子育て家庭が安心して子育てができるよう、地域では、世代を超えて、子育て家庭が気軽に相談

をしたり、安心して子どもを預けることができる取組などを行います。 

２ 県は、市町村、学校、保育所、子育て家庭を支援する団体などとともに次のとおり取り組みます。 

一 子育てについての相談の場や情報の提供をします。 

二 保育所における保育をはじめ、一時預かりなどの子育て支援を充実します。 

三 放課後や学校の休日における子どもの居場所を充実します。 

四 障害のある子どもの保育、教育などを充実します。 

五 子育て経験者など子育ての応援をしたい人が活躍できる機会をつくります。 

六 異なる世代間の交流を活発にします。 

七 妊婦や子どもが安心して医療を受けることができるようにします。 

八 その他地域で子育てを支えるために必要なことを行います。 
 

（ともに大事にする仕事と家庭） 

第五条 仕事と家庭をともに大事にするため、事業者は、従業者の子育てを支援する取組を進めるととも

に、若者、女性など働くことを希望する人の働く機会をつくります。 

２ 県は、事業者とともに次のとおり取り組みます。 

一 長時間労働を少なくします。 

二 女性も働き続けることができるよう支援します。 

三 男性も育児休業をとることができる職場の雰囲気づくりを行います。 

四 子どもの看護休暇、子育て時期の短時間勤務などにより柔軟な働き方ができるようにします。 

五 事業者が行う特に優れた取組を明らかにし、支援します。 

六 その他仕事と家庭をともに大事にするために必要なことを行います。 
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（父親、母親その他の保護者の役割） 

第六条 父親、母親その他の保護者は、子育てにおいて家庭が大切な役割を担うことを認識し、次のとお

り取り組みます。 

一 子どもと一緒に過ごす時間、子どもとのふれあいを大切にします。 

二 思いやりと助け合いのもとで子どもを健やかに育てます。 

三 積極的に地域の人々と交流し、地域の活動に参加します。 

２ 特に、父親は、次のとおり取り組みます。 

一 早い帰宅を心がけ、子どもとふれあう時間を増やします。 

二 子育てや家事を分担します。 

３ 県は、次のとおり取り組みます。 

一 父親、母親その他の保護者が、子どもとふれあう時間がもてるように、毎月八日と十八日と二十八

日を「早く家庭に帰る日」と定め、広めます。 

二 その他父親、母親その他の保護者が家庭における役割を担うために必要なことを行います。 
 

（岐阜県少子化対策基本計画） 

第七条 知事は、安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくりのための施策を、総合的かつ計

画的に進めるため、岐阜県少子化対策基本計画（以下「基本計画」といいます。）を定めます。 

２ 知事は、基本計画を定めるときや変更するときは、ぎふ少子化対策県民連携会議の意見を聴きます。 

３ 県は、基本計画やこれによる取組について、市町村と十分に情報交換を行い、市町村の取組がより一

層進められるように協力し、応援します。 
 

（ぎふ少子化対策県民連携会議） 

第八条 安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくりを社会全体で進める機運を高めるととも

に、この条例による取組を、県民、事業者、子育て家庭を支援する団体、市町村、県などがともに進め

るため、ぎふ少子化対策県民連携会議（以下「県民連携会議」といいます。）を設けます。 

２ 県民連携会議は、安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくりを進めるため、知事に対し

提言することができます。 

３ 県民連携会議の委員は、知事が任命します。 
 

（その他） 

第九条 この条例に定めることのほか、必要なことについては、知事が定めます。 
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行します。 
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「児童の権利に関する条約」 1989 年 11 月 20 日第 44回国連総会採択、 

1990 年 9月 21 日条約署名、1994 年 4 月 22 日批准（1994 年 5 月 22 日発効） 

前文 この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構

成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和

の基礎を成すものであることを考慮し、 

 国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する

信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進すること

を決意したことに留意し、 

 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、

言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等に

よるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することがで

きることを宣明し及び合意したことを認め、 

 国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することが

できることを宣明したことを想起し、 

 家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉の

ための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護

及び援助を与えられるべきであることを確信し、 

 児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のあ

る雰囲気の中で成長すべきであることを認め、 

 児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連

合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に

従って育てられるべきであることを考慮し、 

 児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924 年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言

及び 1959 年 11 月 20 日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられて

おり、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約（特に第 23 条及び第 24 条）、

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（特に第 10 条）並びに児童の福祉に関係する専

門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、 

 児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるた

め、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに

留意し、 

 国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的

及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則（北京規則）及び緊

急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、 

 極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような

児童が特別の配慮を必要としていることを認め、 

 児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に

考慮し、 

 あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であること

を認めて、 

 次のとおり協定した。  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

第１部  

第１条  

 この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その

者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。  

第２条  

１ 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人

種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会

的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条

約に定める権利を尊重し、及び確保する。  

２ 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見

又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべて

の適当な措置をとる。  

第３条  

１ 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁

判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利

益が主として考慮されるものとする。  

２ 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利

及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、こ

のため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。  

３ 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健

康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当

局の設定した基準に適合することを確保する。  

第４条  

 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行

政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自

国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、

これらの措置を講ずる。  

第５条  

 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場

合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又

は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方

法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。  

第６条  

１ 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。  

２ 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。  

第７条  

１ 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍

を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によっ

て養育される権利を有する。  

２ 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連す
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る国際文書に基づく自国の義務に従い、1 の権利の実現を確保する。  

第８条  

１ 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係

事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。  

２ 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身

元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。  

第９条  

１ 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。

ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に

従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。

このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児

童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることが

ある。  

２ すべての関係当事者は、1 の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しか

つ自己の意見を述べる機会を有する。  

３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離さ

れている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊

重する。  

４ 3 の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去

強制、死亡（その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生

じた死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父

母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の

所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合

は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさな

いことを確保する。  

第１０条  

１ 前条 1 の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父

母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道

的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の

構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。  

２ 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母と

の人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条 1の規定に基づく

締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国（自国を含む。）からも出

国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安

全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要

であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。  

第１１条  

１ 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することがで

きない事態を除去するための措置を講ずる。  

２ このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を

促進する。  
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第１２条  

１ 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事

項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見

は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。  

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続におい

て、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じ

て聴取される機会を与えられる。  

第１３条  

１ 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印

刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類

の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。  

２ 1 の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法

律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。  

（a） 他の者の権利又は信用の尊重  

（b） 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護  

第１４条  

１ 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。  

２ 締約国は、児童が 1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童

に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。  

３ 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の

秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要

なもののみを課することができる。  

第１５条  

１ 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。  

２ 1 の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公

の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社

会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。  

第１６条  

１ いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法

に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。  

２ 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。  

第１７条  

 締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多

様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身

の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このた

め、締約国は、  

（a） 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第 29条の精神に沿う情報

及び資料を大衆媒体（マス・メディア）が普及させるよう奨励する。  

（b） 国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な情報源を含む。）からの情報及び資料の作

成、交換及び普及における国際協力を奨励する。  

（c） 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。  
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（d） 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体（マス・メ

ディア）が特に考慮するよう奨励する。  

（e） 第 13 条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護

するための適当な指針を発展させることを奨励する。  

第１８条  

１ 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則について

の認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養

育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本

的な関心事項となるものとする。  

２ 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児

童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるもの

とし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。  

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提

供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当

な措置をとる。  

第１９条  

１ 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている

間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若し

くは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護するた

めすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。  

２ 1 の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与

える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに 1 に定める児

童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合

には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。  

第２０条  

１ 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかん

がみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助

を受ける権利を有する。  

２ 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。  

３ 2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、養子縁組又は必要な場合には

児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、

児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語

的な背景について、十分な考慮を払うものとする。  

第２１条  

 養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮

が払われることを確保するものとし、また、  

（a） 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合

において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るす

べての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にか

んがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養

子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。  
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（b） 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受け

ることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考

慮することができることを認める。  

（c） 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基

準と同等のものを享受することを確保する。  

（d） 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすこ

とがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。  

（e） 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の

目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局

又は機関によって行われることを確保するよう努める。  

第２２条  

１ 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しく

は国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き

添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道

に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護

及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。  

２ このため、締約国は、適当と認める場合には、1 の児童を保護し及び援助するため、並び

に難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父

母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間

機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の

構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を

奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。  

第２３条  

１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し

及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであ

ることを認める。  

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものと

し、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児

童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこの

ような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。  

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は

当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、

かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的な

発達を含む。）を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハ

ビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利

用し及び享受することができるように行われるものとする。  

４ 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心

理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育及び

職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの分野における

自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを

目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。  
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第２４条  

１ 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復

のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童

もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。  

２ 締約国は、1 の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措

置をとる。  

（a） 幼児及び児童の死亡率を低下させること。  

（b） 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供するこ

とを確保すること。  

（c） 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含

めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲

料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。  

（d） 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。  

（e） 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の

利点、衛生（環境衛生を含む。）並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報

を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保

すること。  

（f） 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展さ

せること。  

３ 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当な

すべての措置をとる。  

４ 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際

協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を

考慮する。  

第２５条  

 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によっ

て収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的

な審査が行われることについての児童の権利を認める。  

第２６条  

１ 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認める

ものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をと

る。  

２ 1 の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情

並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を

考慮して、与えられるものとする。  

第２７条  

１ 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準に

ついてのすべての児童の権利を認める。  

２ 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の

発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。  

３ 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1 の権利の実現のため、父母及
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び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、

必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。  

４ 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自

国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、

児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国

は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。  

第２８条  

１ 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会

の平等を基礎として達成するため、特に、  

（a） 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。  

（b） 種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児

童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられ

るものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適

当な措置をとる。  

（c） すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機

会が与えられるものとする。  

（d） すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、

これらを利用する機会が与えられるものとする。  

（e） 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。  

２ 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用

されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。  

３ 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上

の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際

協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。  

第２９条  

１ 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。  

（a） 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させ

ること。  

（b） 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。  

（c） 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民

的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。  

（d） すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の

理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活

のために児童に準備させること。  

（e） 自然環境の尊重を育成すること。  

２ この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由

を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1 に定める原則が遵守されること及び当

該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合すること

を条件とする。  

第３０条  

 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該
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少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享

有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。  

第３１条  

１ 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及び

レクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認め

る。  

２ 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進する

ものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当

かつ平等な機会の提供を奨励する。  

第３２条  

１ 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げ

となり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害とな

るおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。  

２ 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の

措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、  

（a） 雇用が認められるための 1又は 2以上の最低年齢を定める。  

（b） 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。  

（c） この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。  

第３３条  

 締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護

し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、

行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。  

第３４条  

 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。こ

のため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多

数国間の措置をとる。  

（a） 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。  

（b） 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。  

（c） わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。  

第３５条  

 締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止す

るためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。  

第３６条  

 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を

保護する。  

第３７条  

 締約国は、次のことを確保する。  

（a） いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若

しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行

った犯罪について科さないこと。  

（b） いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留
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又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ

用いること。  

（c） 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、そ

の年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児

童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分

離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族

との接触を維持する権利を有すること。  

（d） 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触す

る権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由

の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。  

第３８条  

１ 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有する

ものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。  

２ 締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実

行可能な措置をとる。  

３ 締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15

歳以上 18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。  

４ 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従

い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措

置をとる。  

第３９条  

 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残

虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者

である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置

をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境におい

て行われる。  

第４０条  

１ 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳

及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者

の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、

当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進される

ことを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。  

２ このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。  

（a） いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は

不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。  

（b） 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を

受けること。  

（ⅰ） 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。  

（ⅱ） 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じ

てその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援

助を行う者を持つこと。  
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（ⅲ） 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正

な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又

は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の

父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。  

（ⅳ） 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問さ

せること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。  

（ⅴ） 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、

法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再

審理されること。  

（ⅵ） 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助

を受けること。  

（ⅶ） 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。  

３ 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用さ

れる法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、

次のことを行う。  

（a） その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定するこ

と。  

（b） 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件

として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。  

4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われるこ

とを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教

育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るも

のとする。  

第４１条  

 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢

献するものに影響を及ぼすものではない。  

（a） 締約国の法律  

（b） 締約国について効力を有する国際法  

-------------------------------------------------------------------------------- 

第２部  

第４２条  

 締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも

広く知らせることを約束する。  

第４３条  

１ この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するた

め、児童の権利に関する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会は、この部

に定める任務を行う。  

２ 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた 10

人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出される

ものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び

主要な法体系を考慮に入れる。  
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３ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。

各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。  

４ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし、

その後の選挙は、2 年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くと

も 4 箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を 2箇月以内に提出するよう

書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファべット順による名簿（こ

れらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、この条約の締約国に送付

する。  

５ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会

合において行う。これらの会合は、締約国の 3分の 2 をもって定足数とする。これらの会

合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、

過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。  

６ 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される

資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち 5 人の委員の任期は、2 年で終了

するものとし、これらの 5 人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締

約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。  

７ 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができ

なくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件

として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。  

８ 委員会は、手続規則を定める。  

９ 委員会は、役員を 2年の任期で選出する。  

１０ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所に

おいて開催する。委員会は、原則として毎年 1回会合する。委員会の会合の期間は、国際

連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、

再検討する。  

１１ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要

な職員及び便益を提供する。  

１２ この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、

同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。  

第４４条  

１ 締約国は、（a）当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から 2年以内に､（b）そ

の後は 5年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれ

らの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員

会に提出することを約束する。  

２ この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及

ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、

また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を

含める。  

３ 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1（b）の規定に従って提出す

るその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。  

４ 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。  
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５ 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて 2 年ごとに国際連合総会に

提出する。  

６ 締約国は、1 の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。  

第４５条  

 この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励

するため、  

（a） 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある

事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委

員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関

に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家

の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金

その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条

約の実施について報告を提出するよう要請することができる。  

（b） 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又

はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は必要性

の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関

及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。  

（c） 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関

連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することがで

きる。  

（d） 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を有

する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約

国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。  

-------------------------------------------------------------------------------- 

第３部  

第４６条  

 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。  

第４７条  

 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。  

第４８条  

 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長

に寄託する。  

第４９条  

１ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目

の日に効力を生ずる。  

２ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国につい

ては、その批准書又は加入書が寄託された日の後 30 日目に効力を生ずる。  

第５０条  

１ いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができ

る。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国によ

る改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。
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その送付の日から 4 箇月以内に締約国の 3 分の 1以上が会議の開催に賛成する場合には、

同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する

締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。  

２ 1 の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の 3分の 2以上

の多数が受諾した時に、効力を生ずる。  

３ 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国

は、改正前のこの条約の規定（受諾した従前の改正を含む。）により引き続き拘束される。  

第５１条  

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべて

の国に送付する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。  

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、

同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同

事務総長により受領された日に効力を生ずる。  

第５２条  

 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄

することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後 1年で効力を生ずる。  

第５３条  

 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。  

第５４条  

 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする

この条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。  

 

 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署

名した。  
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○こども基本法 

（令和四年法律第七十七号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本的施策（第九条―第十六条） 

第三章 こども政策推進会議（第十七条―第二十条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社

会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひと

しく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その

権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し

て、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理

念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、

こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 

２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及

びこれと一体的に講ずべき施策をいう。 

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の

発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、

育児等の各段階に応じて行われる支援 

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され

保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）

の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全て

の事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保される

こと。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的
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責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う

とともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保す

ることにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団

体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充

実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、

国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこど

も施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 

２ 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三号）第九条第一項に規定する少子

化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 

二 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七十一号）第六条第一項に規定す

る我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施

の状況 

三 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十四号）第七条第一項

に規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況 

 

第二章 基本的施策 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こ

ども大綱」という。）を定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処する

ための施策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 
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三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項 

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目

標及びその達成の期間を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱

を公表しなければならない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての

計画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び

都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下

この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県

子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府

県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項

を定めるものと一体のものとして作成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど

も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画

その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定める

ものと一体のものとして作成することができる。 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たって

は、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等） 

第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、

支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるように

するため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるも

のとする。 

（関係者相互の有機的な連携の確保等） 

第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療

育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業

務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連

携の確保に努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事

務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。 
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４ 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と

認める者をもって構成する。 

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱い

を確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進する

ための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適

正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資す

る情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知） 

第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動

等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 

（こども施策の充実及び財政上の措置等） 

第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこ

ども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講

ずるよう努めなければならない。 

 

第三章 こども政策推進会議 

（設置及び所掌事務等） 

第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議（以下「会議」という。）

を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 こども大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども

施策の実施を推進すること。 

三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務 

３ 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養

育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（組織等） 

第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣で

あって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの 

二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（資料提出の要求等） 

第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す
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る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策

の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の

観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念に

のっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に

基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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○子ども・若者育成支援推進法 

（平成二十一年法律第七十一号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 子ども・若者育成支援施策（第七条―第十四条） 

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援（第十

五条―第二十五条） 

第四章 削除 

第五章 罰則（第三十四条） 

附則 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の

発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の

理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難

を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな

育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の

取組（以下「子ども・若者育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共

団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策

と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策（以下「子ども・若者育成支援

施策」という。）を推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならな

い。 

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立

した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようにな

ることを目指すこと。 

二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受け

ることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考

慮すること。 

三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであ

るとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とするこ

と。 

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分

野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体

的に取り組むこと。 

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が

図られるよう、良好な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の

整備その他必要な配慮を行うこと。 

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を
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総合して行うこと。 

七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社

会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応

じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども・若

者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の

地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

（法制上の措置等） 

第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第六条 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ど

も・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなけ

ればならない。 

２ こども基本法（令和四年法律第七十七号）第八条第一項の規定による国会への報告及び

公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。 

 

第二章 子ども・若者育成支援施策 

（子ども・若者育成支援施策の基本） 

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野におけ

る総合的な取組として行われなければならない。 

（子ども・若者育成支援推進大綱） 

第八条 政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱（以下「子ども・若者

育成支援推進大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策

に関する事項 

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項 

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項 

三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方

公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項 

五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項 
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六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項 

３ こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に

掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱

とみなす。 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内に

おける子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・若

者計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が定められてい

るときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画（次項において「市町

村子ども・若者計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を定め

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

（国民の理解の増進等） 

第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、

その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に

資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。 

（社会環境の整備） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その

他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（意見の反映） 

第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含め

た国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（子ども・若者総合相談センター） 

第十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介そ

の他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（第二十条第三項において「子ども・若者総

合相談センター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよ

う努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間

の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援 

（関係機関等による支援） 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促
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進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並

びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用そ

の他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの（以下「関係機関等」

という。）は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であ

って、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援（以下この

章において単に「支援」という。）を行うよう努めるものとする。 

一 社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・

若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。 

二 医療及び療養を受けることを助けること。 

三 生活環境を改善すること。 

四 修学又は就業を助けること。 

五 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。 

六 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援

助を行うこと。 

２ 関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・

若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及

び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 

（関係機関等の責務） 

第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をと

るとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。 

一 前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。 

二 相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若

者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて

速やかに適切な関係機関等に誘導すること。 

三 関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円

滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査

研究を行うよう努めるものとする。 

（人材の養成等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の

養成及び資質の向上並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備

に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（子ども・若者支援地域協議会） 

第十九条 地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効

果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ど

も・若者支援地域協議会（以下「協議会」という。）を置くよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その

旨を公示しなければならない。 

（協議会の事務等） 

第二十条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、
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支援の内容に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基

づき、支援を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、

又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必

要があると認めるときは、構成機関等（構成機関等に該当しない子ども・若者総合相談セ

ンターとしての機能を担う者を含む。）に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情

報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 

（子ども・若者支援調整機関） 

第二十一条 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団

体を限り子ども・若者支援調整機関（以下「調整機関」という。）として指定することがで

きる。 

２ 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよ

う、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応

じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うもの

とする。 

（子ども・若者指定支援機関） 

第二十二条 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全

般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われること

を確保するため、構成機関等（調整機関を含む。）のうちから一の団体を限り子ども・若者

指定支援機関（以下「指定支援機関」という。）として指定することができる。 

２ 指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う

支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援

を実施するものとする。 

（指定支援機関への援助等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことが

できるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

２ 国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げ

るもののほか、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団体（協議会を設置していな

い地方公共団体を含む。）に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 

３ 協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関す

る情報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務（調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条に

おいて同じ。）に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 第十九条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、協議会が定める。 

第四章 削除 

第二十六条から第三十三条まで 削除 
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第五章 罰則 

第三十四条 第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。（平成二一年政令第二八〇号で平成二二年四月一日から施行） 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、我が国における子ども・

若者をめぐる状況及びこの法律の施行の状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り

方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六

八）抄 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（子ども・若者育成支援推進法の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 前条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条に規定する本部

が同法第八条第一項の規定により作成した同項の子ども・若者育成支援推進大綱は、この

法律の施行後は、政府が前条の規定による改正後の子ども・若者育成支援推進法第八条第

一項の規定により定めた同項の子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。 
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○次世代育成支援対策推進法 

平成十五年法律第百二十号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針（第七条） 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画（第八条―第十一条） 

第三節 一般事業主行動計画（第十二条―第十八条） 

第四節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第五節 次世代育成支援対策推進センター（第二十条） 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会（第二十一条） 

第四章 雑則（第二十二条・第二十三条） 

第五章 罰則（第二十四条―第二十七条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環

境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共

団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事

項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社

会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、

又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業

主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が

深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において「基本理

念」という。）にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効

果的に推進するよう努めなければならない。 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備

その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環
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境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又

は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又

は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針 

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念

にのっとり、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第

十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画（次項にお

いて「市町村行動計画等」という。）の策定に関する指針（以下「行動計画策定指針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 

二 次世代育成支援対策の内容に関する事項 

三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要

があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、こども家庭審議会の意見を聴くとともに、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第

一項の都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に協議しなければならない。 

５ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に

関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の

確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する

家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進

その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策

定することができる。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業

主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 
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５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表する

よう努めるとともに、都道府県に提出しなければならない。 

６ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、市町村行動計画に

基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置

の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めると

きは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

８ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に

必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協

力を求めることができる。 

（都道府県行動計画） 

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事

業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環

境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境

の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する

計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができる。 

２ 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期 

３ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

５ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、都道府県行動

計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。 

７ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づ

く措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

８ 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関し

て特に必要があると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施す

るため必要な協力を求めることができる。 

（都道府県の助言等） 

第十条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な

助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

２ 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画
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の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等） 

第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定め

られた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範

囲内で、交付金を交付することができる。 

２ 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置

を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助

の実施に努めるものとする。 

第三節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。）を策定

し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならな

い。これを変更したときも同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

４ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働

大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。 

５ 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第三項の規定による公表をし

ない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又

は公表をすべきことを勧告することができる。 

（一般事業主行動計画の労働者への周知等） 

第十二条の二 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変

更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措

置を講じなければならない。 

２ 前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずる

よう努めなければならない。 

３ 前条第六項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講

じない場合について準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第十三条 厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第四項の規定による届出をした一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環
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境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、

当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十四条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品又は

役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次

項及び第十五条の四第一項において「広告等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付

することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい

表示を付してはならない。 

（認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十

三条の認定を取り消すことができる。 

一 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十五条の二 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指

針に照らし適切な一般事業主行動計画（その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第

十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。）を策定したこと、当該一般事業主行動計

画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主

の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定め

る基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十五条の三 前条の認定を受けた認定一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）

については、第十二条第一項及び第四項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次

世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。 

３ 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該

特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することが

できる。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十五条の四 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することが

できる。 

２ 第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条の五 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するとき

は、第十五条の二の認定を取り消すことができる。 

一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。 

二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 
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三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めると

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が三百人以下のもの（以下この項及び次項において「中小事業主」という。）が、当該承

認中小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労

働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事

しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及

び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定

めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事業協同組合等」という。）

であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人

材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生

労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援助を行うものとして適当でな

くなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労

働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同

法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、

第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一

項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、

同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援

対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者

の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の

廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十

六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させよう

とする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九

条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法第十六条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 
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第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第十二条第一項又は第四項の規定により一般事業主行動計画を策定する一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の

策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実

施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 

第四節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以

下この条において同じ。）を策定するものとする。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを

職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を

公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第五節 次世代育成支援対策推進センター 

第二十条 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体（法人でない団体又は連合

団体であって代表者の定めがないものを除く。）であって、次項に規定する業務を適正かつ

確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進セン

ターとして指定することができる。 

２ 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般

事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うも

のとする。 

３ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況又はその業務の運営に

関し改善が必要であると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改

善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反した

ときは、第一項の指定を取り消すことができる。 

５ 次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第

二項に規定する業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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６ 第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生

労働省令で定める。 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会 

第二十一条 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための

活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置につ

いて協議するため、次世代育成支援対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織

することができる。 

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成

員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定め

る。 

第四章 雑則 

（主務大臣） 

第二十二条 第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指

針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に

係る部分（雇用環境の整備に関する部分を除く。）については内閣総理大臣、厚生労働大臣、

国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大

臣とし、一般事業主行動計画に係る部分（雇用環境の整備に関する部分に限る。）について

は厚生労働大臣とし、その他の部分については内閣総理大臣とする。 

２ 第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国

家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣

とする。 

（権限の委任） 

第二十三条 第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で

定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

第五章 罰則 

第二十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業

務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従

わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反し

た者 

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十四条第二項（第十五条の四第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反し

た者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 
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三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若し

くは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

五 第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第二十四条、第二十五条又は前条第一号から第四号までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第二十二条第一項の規定

は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第八条から

第十九条まで、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一号か

ら第三号まで及び第二十七条の規定は平成十七年四月一日から施行する。（平成一五年政令

第三七一号で平成一五年八月二二日から施行） 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定す

る業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、

前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
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○子ども・子育て支援法 

平成二十四年法律第六十五号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 子ども・子育て支援給付 

第一節 通則（第八条） 

第二節 子どものための現金給付（第九条・第十条） 

第三節 子どものための教育・保育給付 

第一款 通則（第十一条―第十八条） 

第二款 教育・保育給付認定等（第十九条―第二十六条） 

第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給（第二十七条―第三十条） 

第四節 子育てのための施設等利用給付 

第一款 通則（第三十条の二・第三十条の三） 

第二款 施設等利用給付認定等（第三十条の四―第三十条の十） 

第三款 施設等利用費の支給（第三十条の十一） 

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 

第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

第一款 特定教育・保育施設（第三十一条―第四十二条） 

第二款 特定地域型保育事業者（第四十三条―第五十四条） 

第三款 業務管理体制の整備等（第五十五条―第五十七条） 

第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表（第五十八条） 

第二節 特定子ども・子育て支援施設等（第五十八条の二―第五十八条の十二） 

第四章 地域子ども・子育て支援事業（第五十九条） 

第四章の二 仕事・子育て両立支援事業（第五十九条の二） 

第五章 子ども・子育て支援事業計画（第六十条―第六十四条） 

第六章 費用等（第六十五条―第七十一条） 

第七章 市町村等における合議制の機関（第七十二条） 

第八章 雑則（第七十三条―第七十七条） 

第九章 罰則（第七十八条―第八十二条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化

に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律による施策と

相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行

い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的と

する。 

（基本理念） 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい
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う基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員

が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やか

に成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経

済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

（市町村等の責務） 

第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に

必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支

援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機

関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な

施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効

率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。 

２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ

円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て

支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じ

なければならない。 

３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に

基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ど

も・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家

庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者

の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなけ

ればならない。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公

共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。 

（定義） 

第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間に

ある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者を

いう。 

２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監

護する者をいう。 

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切

な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者

が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。 
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２ この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後

の教育の基礎を培うものとして教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する

法律に定める学校において行われる教育をいう。 

３ この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。 

４ この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第

六項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）、学校教育法（昭和二十二年法律第

二十六号）第一条に規定する幼稚園（認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの

及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児童福祉法

第三十九条第一項に規定する保育所（認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第

十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。）をいう。 

５ この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内

保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。 

６ この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業

として行われる保育をいう。 

７ この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業

として行われる保育をいう。 

８ この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問

型保育事業として行われる保育をいう。 

９ この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保

育事業として行われる保育をいう。 

１０ この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 

一 認定こども園（保育所等（認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号に

おいて同じ。）であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除

く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、

第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。） 

二 幼稚園（第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一

第一項第二号、第三章第二節（第五十八条の九第六項第三号ロを除く。）、第五十九条第三号ロ及

び第六章において同じ。） 

三 特別支援学校（学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規

定する幼稚部に限る。以下同じ。） 

四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設（同項の規定による届出がされたものに限り、

次に掲げるものを除く。）のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項につい

て内閣府令で定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの 

ロ 認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの 

ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育（教育又は保育をいう。

以下同じ。）であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める

一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難と

なった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを
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提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満た

すもの 

イ 認定こども園（保育所等であるものを除く。）、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における

教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間 

ロ 認定こども園（保育所等であるものに限る。） イに定める一日当たりの時間及び期間を勘

案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間 

六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業（前号に掲げる事業に該当するものを

除く。） 

七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及

びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの 

八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業（同項第一号に掲げる援助

を行うものに限る。）のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準

を満たすもの 

第二章 子ども・子育て支援給付 

第一節 通則 

（子ども・子育て支援給付の種類） 

第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、子どものための教育・保育給付及び

子育てのための施設等利用給付とする。 

第二節 子どものための現金給付 

第九条 子どものための現金給付は、児童手当（児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）に規定

する児童手当をいう。以下同じ。）の支給とする。 

第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法

の定めるところによる。 

第三節 子どものための教育・保育給付 

第一款 通則 

（子どものための教育・保育給付） 

第十一条 子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費

及び特例地域型保育給付費の支給とする。 

（不正利得の徴収） 

第十二条 市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者がある

ときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴

収することができる。 

２ 市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特

定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項（第二十八条第四項におい

て準用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条第四項において準用する場合を含む。）

の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その

支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて

得た額を徴収することができる。 

３ 前二項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の三

第三項に規定する法律で定める歳入とする。 

（報告等） 
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第十三条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律

の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校

就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、

報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か

つ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律

の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若し

くはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提

出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う

施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。 

２ 前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定に

よる権限について、それぞれ準用する。 

（内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等） 

第十五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると

認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学

校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子ど

ものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出

若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認める

ときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者

に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その

他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。 

３ 第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定に

よる権限について、それぞれ準用する。 

（資料の提供等） 

第十六条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律

の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学

前子どもの扶養義務者（民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する扶養義務者をいう。附則

第六条において同じ。）の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資

料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主

その他の関係人に報告を求めることができる。 

（受給権の保護） 

第十七条 子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえ

ることができない。 

（租税その他の公課の禁止） 

第十八条 租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準とし

て、課することができない。 
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第二款 教育・保育給付認定等 

（支給要件） 

第十九条 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その

小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規

定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域

型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。 

一 満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。） 

二 満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める

事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

三 満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において

必要な保育を受けることが困難であるもの 

（市町村の認定等） 

第二十条 前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受け

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごと

に、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学

校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子

どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子ども

が前条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めると

ころにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量（月を単位として内閣府令で定める期間に

おいて施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する

保育の量をいう。以下同じ。）の認定を行うものとする。 

４ 市町村は、第一項及び前項の認定（以下「教育・保育給付認定」という。）を行ったときは、そ

の結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者（以下「教育・保育給付認定保護者」という。）に

通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教

育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども（以下「教育・保育給付認定子ども」という。）の該

当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を

記載した認定証（以下「支給認定証」という。）を交付するものとする。 

５ 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受

ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知す

るものとする。 

６ 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければなら

ない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特

別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に

対する処分をするためになお要する期間（次項において「処理見込期間」という。）及びその理由

を通知し、これを延期することができる。 

７ 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若し

くは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に

対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみな
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すことができる。 

（教育・保育給付認定の有効期間） 

第二十一条 教育・保育給付認定は、内閣府令で定める期間（以下「教育・保育給付認定の有効期間」

という。）内に限り、その効力を有する。 

（届出） 

第二十二条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で

定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届

け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 

（教育・保育給付認定の変更） 

第二十三条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保

育給付認定子どもの該当する第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他

の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に

対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。 

２ 市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認め

るときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、

当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。 

３ 第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の教育・保育給

付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

４ 市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第十九条第三号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（以下「満三歳未満保育認定子ども」という。）が

満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保

育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めると

ころにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求める

ものとする。 

５ 第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定につ

いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

６ 市町村は、第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で

定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとす

る。 

（教育・保育給付認定の取消し） 

第二十四条 教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定

を取り消すことができる。 

一 当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有

効期間内に、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 

二 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市

町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。 

三 その他政令で定めるとき。 

２ 前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところによ

り、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。 

（都道府県による援助等） 

第二十五条 都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、そ



- 88 - 

 

の設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所

をいう。）、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援

助を行うことができる。 

（内閣府令への委任） 

第二十六条 この款に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項

は、内閣府令で定める。 

第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給 

（施設型給付費の支給） 

第二十七条 市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教

育・保育施設（以下「特定教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保

育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあ

っては認定こども園において受ける教育・保育（保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間

及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるもの

に限る。）又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所にお

いて受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受

ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところに

より、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保

育（保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。）

に要した費用について、施設型給付費を支給する。 

２ 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証

を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。た

だし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 

３ 施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（当

該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。 

一 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所

在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の

額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額） 

二 政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他

の事情を勘案して市町村が定める額 

４ 内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令並びに前項第一号の基準

を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意

見を聴かなければならない。 

５ 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町

村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設

に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育

給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特
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定教育・保育施設に支払うことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し施設型給付費の支給が

あったものとみなす。 

７ 市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総

理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関

する基準（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとす

る。 

８ 前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求

に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

（特例施設型給付費の支給） 

第二十八条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めると

ころにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要

した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給する

ことができる。 

一 教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の

前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。 

二 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教

育・保育施設（保育所に限る。）から特別利用保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間

を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育（地域型

保育を除く。）をいう。以下同じ。）を受けたとき（地域における教育の体制の整備の状況その他

の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 

三 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教

育・保育施設（幼稚園に限る。）から特別利用教育（教育のうち同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。

以下同じ。）を受けたとき。 

２ 特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

一 特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要

した費用の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の

所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場

合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 

二 特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該

現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

三 特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該
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現に特別利用教育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

３ 内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更

しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

４ 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費（第一項第一号に係るものを

除く。第四十条第一項第四号において同じ。）の支給について準用する。この場合において、必要

な技術的読替えは、政令で定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付

費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

（地域型保育給付費の支給） 

第二十九条 市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、

市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者

（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る地域型保育（以下「特定地域型保

育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。

以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域型保育給付費を支

給する。 

２ 特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事

業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ど

もに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、

この限りでない。 

３ 地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た

額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。 

一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を

行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）の所在する地域等を勘案して算定される

当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額） 

二 政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他

の事情を勘案して市町村が定める額 

４ 内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の

意見を聴かなければならない。 

５ 満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受け

たときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定

地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型

保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育

給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支
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給があったものとみなす。 

７ 市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の

内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の

運営に関する基準（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払う

ものとする。 

８ 前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給

付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

（特例地域型保育給付費の支給） 

第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、当該特定地域型保育（第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の

範囲内のものに限る。）に要した費用又は第四号に規定する特例保育（第十九条第二号又は第三号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（以下「保育認定子ども」とい

う。）に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用について、特例地

域型保育給付費を支給することができる。 

一 満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の

前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。 

二 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地

域型保育事業者から特定地域型保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内

閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則

第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。）を受けたとき（地域における

教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 

三 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地

域型保育事業者から特定利用地域型保育（特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。）

を受けたとき（地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認める

ときに限る。）。 

四 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣

総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・

保育給付認定子どもが、特例保育（特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十

九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係るものにあっ

ては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供され

る教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時

間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。）を受けたとき。 

２ 特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

一 特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同

じ。） 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に

当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の
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額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況

その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零

とする。）を基準として市町村が定める額 

二 特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度とし

て当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定

める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

三 特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度とし

て当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定

める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

四 特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育

に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世

帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 

３ 内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令並びに前項第二号及び第四号の基準を定め、

又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴か

なければならない。 

４ 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費（第一項第二号及び第三

号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。）の支給について準用する。この場

合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域

型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

第四節 子育てのための施設等利用給付 

第一款 通則 

（子育てのための施設等利用給付） 

第三十条の二 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。 

（準用） 

第三十条の三 第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用す

る。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第二款 施設等利用給付認定等 

（支給要件） 

第三十条の四 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども（保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費（第二十八条第一項第

三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。）、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給

付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定

める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同

じ。）の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・
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子育て支援の利用について行う。 

一 満三歳以上の小学校就学前子ども（次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するも

のを除く。） 

二 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九

条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるも

の 

三 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第

十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であ

るもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規

定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度（政令で定める場合にあっては、前年度）

分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村民税（同法の規定による

特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号におい

て同じ。）を課されない者（これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村

民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において

「市町村民税世帯非課税者」という。）であるもの 

（市町村の認定等） 

第三十条の五 前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を

受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子ども

ごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定（以下「施設等利用給付認定」という。）は、小学校就学前子どもの保護者の居住地

の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は

明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

３ 市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その

他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者（以下「施設等利用給付認定保

護者」という。）に通知するものとする。 

４ 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受

ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知す

るものとする。 

５ 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければなら

ない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特

別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に

対する処分をするためになお要する期間（次項において「処理見込期間」という。）及びその理由

を通知し、これを延期することができる。 

６ 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若し

くは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に

対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみな

すことができる。 

７ 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型

給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないも

のは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合に
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おいて、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する

こと及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することにつ

いての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。 

一 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（満三歳に

達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。）に係る教育・保育給付認定保

護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども 

二 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（満三歳に

達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。）又は満三歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者（その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世

帯非課税者である場合に限る。） 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども 

（施設等利用給付認定の有効期間） 

第三十条の六 施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間（以下「施設等利用給付認定の有効期

間」という。）内に限り、その効力を有する。 

（届出） 

第三十条の七 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令

で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を

届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 

（施設等利用給付認定の変更） 

第三十条の八 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学

前子ども（以下「施設等利用給付認定子ども」という。）の該当する第三十条の四各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で

定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。 

２ 市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認め

るときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 

３ 第三十条の五第二項から第六項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について

準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

４ 市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第三十条の四第三号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一

日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等（第三十条の十一第一項に規定

する特定子ども・子育て支援施設等をいう。）を利用するときその他必要があると認めるときは、

内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 

５ 第三十条の五第二項及び第三項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用

する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

（施設等利用給付認定の取消し） 

第三十条の九 施設等利用給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該施設等利用給付認

定を取り消すことができる。 

一 当該施設等利用給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有

効期間内に、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 

二 当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市

町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。 

三 その他政令で定めるとき。 
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２ 市町村は、前項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その

旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。 

（内閣府令への委任） 

第三十条の十 この款に定めるもののほか、施設等利用給付認定の申請その他の手続に関し必要な事

項は、内閣府令で定める。 

第三款 施設等利用費の支給 

第三十条の十一 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内におい

て、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等

（以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。）から当該確認に係る教育・保育その他の子ど

も・子育て支援（次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小

学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・

子育て支援」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認

定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用（食

事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。）につ

いて、施設等利用費を支給する。 

一 認定こども園 第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども 

二 幼稚園又は特別支援学校 第三十条の四第一号若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども

又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども（満三歳以上のものに限る。） 

三 第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等 第三十条の四第二号

又は第三号に掲げる小学校就学前子ども 

２ 施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、

子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用

の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。 

３ 施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受け

たときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定

子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（以下「特定子ども・子育て支援

提供者」という。）に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用

費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定

保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給が

あったものとみなす。 

５ 前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設

等 

第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

第一款 特定教育・保育施設 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者

（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。

第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条におい

て同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一
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項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第

六十五条第三号及び第四号において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の

各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利

用定員を定めて、市町村長が行う。 

一 認定こども園 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

二 幼稚園 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

三 保育所 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校

就学前子どもの区分 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十

二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならな

い。 

３ 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定

めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

（特定教育・保育施設の確認の変更） 

第三十二条 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員（第二十七条第一項の確認において定められ

た利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。）を増加しようと

するときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の

確認の変更を申請することができる。 

２ 前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合におい

て、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

３ 市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したと

きは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

（特定教育・保育施設の設置者の責務） 

第三十三条 特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特

定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保

育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込み

に係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議し

なければならない。 

４ 特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供

するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設（第四十五

条第三項及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。）、教育機関その他の関係機

関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況そ

の他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 

５ 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うことその他の措

置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。 

６ 特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及び
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この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 

（特定教育・保育施設の基準） 

第三十四条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該

各号に定める基準（以下「教育・保育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 

一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県（地方自治法第二百五十二

条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」

という。）の区域内に所在する認定こども園（都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市

等所在認定こども園」という。）については、当該指定都市等。以下この号において同じ。）の条

例で定める要件（当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場

合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の

規定による公示がされたものである場合に限る。）、認定こども園法第三条第三項の規定により都

道府県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の

規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公

示がされたものである場合に限る。）又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県

の条例で定める設備及び運営についての基準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園（認

定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）である場合に限る。） 

二 幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準（第五十八条

の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。）（幼稚

園に係るものに限る。） 

三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県（指定都市等又は同法第五十九条

の四第一項に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に所在

する保育所（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号にお

いて「指定都市等所在保育所」という。）については、当該指定都市等又は児童相談所設置市）

の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るものに限る。） 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準

に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっ

ては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。）を提供しなければなら

ない。 

３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に

従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 

一 特定教育・保育施設に係る利用定員（第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。

第七十二条第一項第一号において同じ。） 

二 特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及

び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で

定めるもの 

４ 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第二号の内閣府令を定め、又は

変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部

分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は

第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開

始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の
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辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に

対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係

者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

（変更の届出等） 

第三十五条 特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更が

あったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定める

ところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければなら

ない。 

（確認の辞退） 

第三十六条 特定教育・保育施設の設置者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施

設に係る第二十七条第一項の確認を辞退することができる。 

（市町村長等による連絡調整又は援助） 

第三十七条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提

供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特

定教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者

及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 

２ 都道府県知事は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定に

よる連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第

五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間

の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地から

の助言その他の援助を行うことができる。 

３ 内閣総理大臣は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規

定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四

条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知

事相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的

な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 

（報告等） 

第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定

教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であっ

た者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者（以下この項において「特定教育・保育施設の

設置者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示

を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育

施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、

若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の

運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規

定による権限について、それぞれ準用する。 

（勧告、命令等） 
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第三十九条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認め

るときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとる

べきことを勧告することができる。 

一 第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合 当該基

準を遵守すること。 

二 第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っ

ていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 

２ 市町村長（指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在

保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。）は、

特定教育・保育施設（指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項

及び第五項において同じ。）の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に

係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、

当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等（教育・保育施設に係る認定こども園法第

十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こど

も園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。）

を行った都道府県知事に通知しなければならない。 

３ 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施

設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を

定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その

旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなけ

ればならない。 

（確認の取消し等） 

第四十条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に

係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を

停止することができる。 

一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。 

二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係

る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施

設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事（指定都市等所在認定こども園について

は当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設

置市の長とする。）が認めたとき。 

三 特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施

設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設

の運営をすることができなくなったとき。 

四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。 

五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
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六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められ

てこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職

員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者

が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若し

くは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に

違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著し

く不当な行為をしたとき。 

十 特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。以下同じ。）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著し

く不当な行為をした者があるとき。 

２ 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で定め

る者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日

として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をするこ

とができない。 

（公示） 

第四十一条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、

当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るととも

に、これを公示しなければならない。 

一 第二十七条第一項の確認をしたとき。 

二 第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。 

三 前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは

一部の効力を停止したとき。 

（市町村によるあっせん及び要請） 

第四十二条 市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給

付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用

しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・保育に係る希望、

当該教育・保育給付認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容

その他の事情を勘案し、当該教育・保育給付認定子どもが適切に特定教育・保育施設を利用できる

よう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、

必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該教育・保育給付認定子どもの利用の要請

を行うものとする。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しな

ければならない。 

第二款 特定地域型保育事業者 

（令元法七・款名追加） 
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（特定地域型保育事業者の確認） 

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者

の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所

（以下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあって

は、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を

自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の

事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監

護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する

共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の

構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前

子ども」という。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第三号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員とする。）を定めて、市町村長が行う。 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下同

じ。）の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

（特定地域型保育事業者の確認の変更） 

第四十四条 特定地域型保育事業者は、利用定員（第二十九条第一項の確認において定められた利用

定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。）を増加しようとすると

きは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認

の変更を申請することができる。 

（特定地域型保育事業者の責務） 

第四十五条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保

育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その

利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満

三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 

３ 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するととも

に、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な

連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、

効果的に行うように努めなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずる

ことにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法

律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 

（特定地域型保育事業の基準） 

第四十六条 特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一

項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準（以下「地域型保育事業の認可

基準」という。）を遵守しなければならない。 
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２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、

特定地域型保育を提供しなければならない。 

３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に

従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 

一 特定地域型保育事業に係る利用定員（第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。

第七十二条第一項第二号において同じ。） 

二 特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及

び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令

で定めるもの 

４ 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第二号の内閣府令を定め、又は

変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見

を聴かなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十

八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の

前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の

日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、

必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調

整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

（変更の届出等） 

第四十七条 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令

で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町

村長に届け出なければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け

出なければならない。 

（確認の辞退） 

第四十八条 特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に

係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。 

（市町村長等による連絡調整又は援助） 

第四十九条 市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円

滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育

事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する

助言その他の援助を行うことができる。 

２ 都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連

絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定す

る便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又

は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援

助を行うことができる。 

３ 内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定によ

る連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規

定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連
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絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言

その他の援助を行うことができる。 

（報告等） 

第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地

域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員

であった者（以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。）に対し、報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地

域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市

町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、

事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他

の物件を検査させることができる。 

２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規

定による権限について、それぞれ準用する。 

（勧告、命令等） 

第五十一条 市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるとき

は、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧

告することができる。 

一 地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正

な地域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って

地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしてい

ない場合 当該基準を遵守すること。 

三 第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者とし

て適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 

２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業

者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

３ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

（確認の取消し等） 

第五十二条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業

者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効

力を停止することができる。 

一 特定地域型保育事業者が、第四十五条第五項の規定に違反したと認められるとき。 

二 特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る

事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。 

三 特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運

営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型

保育事業の運営をすることができなくなったとき。 

四 地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。 
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五 特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により

出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域

型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型

保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法

律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為

をしたとき。 

十 特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する

者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為

をした者があるとき。 

十一 特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し

不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

２ 前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者（政令で定め

る者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日

として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をするこ

とができない。 

（公示） 

第五十三条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該

特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るととも

に、これを公示しなければならない。 

一 第二十九条第一項の確認をしたとき。 

二 第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。 

三 前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは

一部の効力を停止したとき。 

（市町村によるあっせん及び要請） 

第五十四条 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給

付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用

しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、

当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容

その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できる

よう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、

必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行う

ものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければ

ならない。 

第三款 業務管理体制の整備等 
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（令元法七・款名追加） 

（業務管理体制の整備等） 

第五十五条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育提供者」

という。）は、第三十三条第六項又は第四十五条第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、

内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

２ 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令

で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 

一 その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所（その確認に係る地域型保育の種

類が異なるものを含む。次号において同じ。）が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提

供者 市町村長 

二 その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特

定教育・保育提供者 内閣総理大臣 

三 前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事 

３ 前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったとき

は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者（以

下この款において「市町村長等」という。）に届け出なければならない。 

４ 第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、

同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で

定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。 

５ 市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものと

する。 

（報告等） 

第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育

提供者（同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行

った特定教育・保育提供者を除く。）における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関し

て必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者

に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供

者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係

者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは

地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若し

くは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確

認を行った市町村長（次条第五項において「確認市町村長」という。）と密接な連携の下に行うも

のとする。 

３ 市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第

一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道

府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。 

４ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行

ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通

知しなければならない。 

５ 第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項



- 106 - 

 

の規定による権限について、それぞれ準用する。 

（勧告、命令等） 

第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教

育・保育提供者（同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による

届出を行った特定教育・保育提供者を除く。）が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に

従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適

正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を

定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告すること

ができる。 

２ 市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提

供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

３ 市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、そ

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

５ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反した

ときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならな

い。 

第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表 

第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下「特定

教育・保育施設等」という。）の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内

閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情

報（教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、

小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護

者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表され

ることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。）を、教育・保育を提供する

施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告

の内容を公表しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行

に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育情報のうち内閣

府令で定めるものについて、調査を行うことができる。 

４ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、

当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその

調査を受けることを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、

その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。 

６ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第四項の規定による命令に従わない場合において、

当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効

力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長
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に通知しなければならない。 

７ 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校

就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保

に資するため、教育・保育の質及び教育・保育を担当する職員に関する情報（教育・保育情報に該

当するものを除く。）であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から

提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。 

第二節 特定子ども・子育て支援施設等 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認） 

第五十八条の二 第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て

支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

（特定子ども・子育て支援提供者の責務） 

第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子

ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関

係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれ

ている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及

びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 

（特定子ども・子育て支援施設等の基準） 

第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の

区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 

一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県（指定都市等所在認定こど

も園（都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するもの

を除く。）については、当該指定都市等。以下この号において同じ。）の条例で定める要件（当該

認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。）、同条第三項の規定により都道府県

の条例で定める要件（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。）又は認

定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基

準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。） 

二 幼稚園 設置基準（幼稚園に係るものに限る。） 

三 特別支援学校 設置基準（特別支援学校に係るものに限る。） 

四 第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準 

五 第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

六 第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の内閣府令で定める基準（第

五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。） 

七 第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

八 第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を

定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。 

（変更の届出） 

第五十八条の五 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事
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業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めると

ころにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

（確認の辞退） 

第五十八条の六 特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・

子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する

予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞

退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ど

も・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続

的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。 

（市町村長等による連絡調整又は援助） 

第五十八条の七 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提

供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の

特定子ども・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援

提供者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 

２ 第三十七条第二項及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定

する便宜の提供について準用する。 

（報告等） 

第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、

特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ど

も・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所

の職員であった者（以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。）

に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援

提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ど

も・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質

問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支

援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その

設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規

定による権限について、それぞれ準用する。 

（勧告、命令等） 

第五十八条の九 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当する

と認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措

置をとるべきことを勧告することができる。 

一 第七条第十項各号（第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。）に

掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支

給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当

該基準を遵守すること。 

二 第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の
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運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

三 第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業とし

て適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 

２ 市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者（国及び地

方公共団体（公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。）を除く。）が設置基準（幼稚園

又は特別支援学校に係るものに限る。）に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ど

も・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は

特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければなら

ない。 

３ 市町村長（指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。）は、特定子ども・子育て支援施設等

である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者（国及び地方公共団体を除く。）が一時預かり事

業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をし

ていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四

条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 

４ 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育

て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

５ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期

限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

６ 市町村長（指定都市等所在届出保育施設（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する

第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項

第二号において同じ。）については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等

所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等

の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に

掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。）は、前項の規定による

命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・

子育て支援施設等（国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。）の区分に応じ、当該各

号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 

一 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 

二 第七条第十項第四号に掲げる施設（指定都市等所在届出保育施設を除く。） 当該施設に係る

児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出 

三 第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に

応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定 

イ 認定こども園（指定都市等所在認定こども園を除く。） 当該施設に係る認定こども園法第

十七条第一項の認可又は認定子ども園法第三条第一項若しくは第三項の認定 

ロ 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 

四 第七条第十項第六号に掲げる事業（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われ

るものを除く。） 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出 

五 第七条第十項第七号に掲げる事業（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われ

るものを除く。） 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出 

（確認の取消し等） 
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第五十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子

育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部

若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。 

二 特定子ども・子育て支援提供者（認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に掲げる事業

を行う者を除く。）が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該

各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設又は事

業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可若しく

は認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事（指定都市等所在届出保育施設については当該指

定都市等又は児童相談所設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条

第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置

市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。）が認めたとき。 

三 特定子ども・子育て支援提供者（第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項第五号、

第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。）が、それぞれ同項第四号、第五号、第七

号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として

適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。 

四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適

正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。 

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳簿書類

その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の

職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による

質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するた

め、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたと

き。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民の福祉若

しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分

に違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の子ども・

子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはその長又

はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育その

他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教

育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

２ 前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である

施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定め
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る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するま

での間は、第五十八条の二の申請をすることができない。 

（公示） 

第五十八条の十一 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提

供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならな

い。 

一 第三十条の十一第一項の確認をしたとき。 

二 第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。 

三 前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若し

くは一部の効力を停止したとき。 

（都道府県知事に対する協力要請） 

第五十八条の十二 市町村長は、第三十条の十一第一項及び第五十八条の八から第五十八条の十まで

に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることがで

きる。 

第四章 地域子ども・子育て支援事業 

第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ど

も・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うも

のとする。 

一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支

援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場

所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者

からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の

内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業 

二 教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日

及び利用時間帯（当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事

業者と締結した特定保育（特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又は特例保育をいう。

以下この号において同じ。）の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・

保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた

日及び時間帯をいう。）以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行

う事業者による保育（保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」と

いう。）を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者

が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する

事業 

三 教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状

況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定

保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する

事業 

イ 当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利

用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育（以下このイにおいて「特定教育・保

育等」という。）を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物

品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これら
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に類する費用として市町村が定めるもの 

ロ 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援

（特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。）を

受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの 

四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能

力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業 

六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業 

七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業 

八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項

に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する

要保護児童等に対する支援に資する事業 

九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 

十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業 

十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業 

十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業 

十三 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健

康診査を実施する事業 

第四章の二 仕事・子育て両立支援事業 

第五十九条の二 政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図

るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設（同

項の規定による届出がされたものに限る。）のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的

とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育

を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。 

２ 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見

を申し出ることができる。 

第五章 子ども・子育て支援事業計画 

（基本指針） 

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ど

も・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実

施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基

本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に

提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑

な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する

基本的事項 

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・

子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

の作成に関する事項 
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三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のた

めの施策との連携に関する事項 

四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

関する施策との連携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び

仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的

な推進のために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行

政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子

ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施

設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」とい

う。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員

総数（第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定

地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る

部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに

限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保

の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援

事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行

われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識

及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

関する施策との連携に関する事項 

四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の

提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護
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者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情

を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成する

よう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計

画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本

的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計画で

あって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二

条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合

にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インター

ネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県

に協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を都道府県知事に提出しなければならない。 

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画） 

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。 

２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの

当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他の教育・保育の量の見込み

並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容 

三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関

する事項 

四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者

の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 

五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行

われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識

及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項 

六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 

３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げ

る事項について定めるよう努めるものとする。 
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一 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 

二 教育・保育情報の公表に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

関する施策との連携に関する事項 

４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地

域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その

他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保

たれたものでなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、

第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その

他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。 

６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 

（都道府県知事の助言等） 

第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的

事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その

他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他

の援助の実施に努めるものとする。 

（国の援助） 

第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施され

るように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

第六章 費用等 

（市町村の支弁） 

第六十五条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要す

る費用 

二 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設

型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用 

三 市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第

五号において同じ。）が設置する特定子ども・子育て支援施設等（認定こども園、幼稚園及び特

別支援学校に限る。）に係る施設等利用費の支給に要する費用 

四 国、都道府県（都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含

む。次号及び次条第二号において同じ。）又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支

援施設等（認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。）に係る施設等利用費の支給に要す

る費用 

五 国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施

設等利用費の支給に要する費用 

六 地域子ども・子育て支援事業に要する費用 
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（都道府県の支弁） 

第六十六条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 

一 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要

する費用 

二 都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等（認定こども園、幼稚園及び特別支援学校

に限る。）に係る施設等利用費の支給に要する費用 

（国の支弁） 

第六十六条の二 国（国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。）が設置する特

定子ども・子育て支援施設等（認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。）に係る施設等利

用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。 

（拠出金の施設型給付費等支給費用への充当） 

第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都

道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定

した額（以下「施設型給付費等負担対象額」という。）であって、満三歳未満保育認定子ども（第

十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に

達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二

項において同じ。）に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割

合に相当する額（次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。）を第六十

九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。 

２ 全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができ

る。 

（都道府県の負担等） 

第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同

条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の

一を負担する。 

２ 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号

及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政

令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。 

３ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁

する同条第六号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付するこ

とができる。 

（市町村に対する交付金の交付等） 

第六十八条 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二

号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負

担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。 

２ 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第

五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担す

るものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。 

３ 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同

条第六号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

（拠出金の徴収及び納付義務） 
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第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十八条第一項に規定するものに限

る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。）、第六十五条の規定により市町村が

支弁する同条第二号に掲げる費用（施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子ども

に係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。）、

地域子ども・子育て支援事業（第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。）に

要する費用（次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。）及び

仕事・子育て両立支援事業に要する費用（同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。）

に充てるため、次に掲げる者（次項において「一般事業主」という。）から、拠出金を徴収する。 

一 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項に規定する事業主（次号か

ら第四号までに掲げるものを除く。） 

二 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十八条第一項に規定する学校

法人等 

三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の三第一項に規定す

る団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十六条第一項に規定する連合

会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 

２ 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。 

（拠出金の額） 

第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準

賞与額（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律

第七十六号）第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する

制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項

第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に

関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等

に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時

措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を

含む。）に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十

号）第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産

後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことに

より、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者

に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。）に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。 

２ 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地

域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標

準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額（満三歳未満保育認定子どもに

係るものに限る。）、同条第三項の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項の規定

により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができ

るものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しな

ければならない。 

４ 全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ること

ができる。 
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（拠出金の徴収方法） 

第七十一条 拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 

２ 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する

徴収金（以下「拠出金等」という。）の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働

大臣が行う。 

３ 前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定

めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構（以下この条において「機構」

という。）に行わせるものとする。 

４ 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機

構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を

自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めると

ころにより、財務大臣に委任することができる。 

５ 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委

任する。 

６ 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を

当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者（次項において「納付義務者」という。）の事業

所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 

７ 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当

該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができ

る。 

８ 厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による

権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務（当該権限を行使する事務を除く。）を機構に行

わせるものとする。 

９ 政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で

政令で定めるものに取り扱わせることができる。 

１０ 第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立

て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。 

第七章 市町村等における合議制の機関 

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理するこ

と。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理するこ

と。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育

て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村

の条例で定める。 
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４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理す

ること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用す

る。 

第八章 雑則 

（時効） 

第七十三条 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに

拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時

から二年を経過したときは、時効によって消滅する。 

２ 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分について

の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 

３ 拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有す

る。 

（期間の計算） 

第七十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関

する規定を準用する。 

（審査請求） 

第七十五条 第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服が

ある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 

（権限の委任） 

第七十六条 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限（政令で定めるものを除く。）

をこども家庭庁長官に委任する。 

２ こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地

方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。 

（実施規定） 

第七十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その

執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 

第九章 罰則 

第七十八条 第十五条第一項（第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚

偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若

しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

第七十九条 第三十八条第一項、第五十条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若

しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提

示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処

する。 
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第八十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同

条の刑を科する。 

第八十一条 第十五条第二項（第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚

偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若

しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。 

第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項（第三十条の三において準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示を

せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十三条第一項の規

定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過

料を科する規定を設けることができる。 

２ 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項（第三十条の三において準用する場合を

含む。以下この項において同じ。）の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若

しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による

当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 

３ 市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認

定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設け

ることができる。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第二条第四項、第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（第七

十七条第一項の審議会その他の合議制の機関（以下この号及び次号において「市町村合議制機関」

という。）の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続

（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て

支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規

定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（第七十七条第四項の審議会そ

の他の合議制の機関（次号において「都道府県合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）

に係る部分を除く。）及び第十三条の規定 公布の日 

二 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（第三十一条の規定による第二十七条

第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第

二十九条第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定

による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に

限る。）及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（都

道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。）に係る部分に限る。）の規定 平成二十五年四月一

日 
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三 附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政

令で定める日 

（平成二六年政令第一五六号で平成二六年四月一日から施行） 

四 附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定 この法律の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前の政令で定める日 

（検討等） 

第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付

を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

３ 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行

政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 

４ 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状

況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

第二条の二 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源

を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資

するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事してい

ない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要

の措置を講ずるものとする。 

（財源の確保） 

第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定

した財源の確保に努めるものとする。 

（保育の需要及び供給の状況の把握） 

第四条 国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基

礎資料として、内閣府令で定めるところにより、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければ

ならない。 

（子どものための現金給付に関する経過措置） 

第五条 第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。）」とあるのは、「同じ。）及び同

法附則第二条第一項の給付」とする。 

（保育所に係る委託費の支払等） 

第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分

の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設（都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に

限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保育（保育に限る。以下この

条において同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・保育（保育必要量の範囲内のものに

限る。以下この条において「支給認定保育」という。）に要した費用について、一月につき、第二

十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定
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める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に支給認定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」と

いう。）を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規

定は適用しない。 

２ 特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第

一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九

号）第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）第十三

条の三第二項の規定は適用しない。 

３ 第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）の規

定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

４ 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子ど

もの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合

における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に

応じて定める額を徴収するものとする。 

５ 前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの教

育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定め

るところにより、私人に委託することができる。 

６ 第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定

保護者又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 

７ 第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞

納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び

地方税に次ぐものとする。 

８ 第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手

当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

（特定教育・保育施設に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十六号）の規定による改正前の認定こ

ども園法第七条第一項に規定する認定こども園（国の設置するものを除き、施行日において現に法

人以外の者が設置するものを含む。）、幼稚園（国の設置するものを除き、施行日において現に法人

以外の者が設置するものを含む。）又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）第六条の規定による改正前の児童福祉法（次条及び

附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。）第三十九条第一項に規定する保育所（施行

日において現に法人以外の者が設置するものを含む。）については、施行日に、第二十七条第一項

の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所の設置者が施行日の

前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 

（特定地域型保育事業者に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っ

ている市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみ

なす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出を

したときは、この限りでない。 
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（施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置） 

第九条 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子

どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並び

に第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げ

る子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額 

イ この法律の施行前の私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第九条の規定による

私立幼稚園（国（国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。）、都道府県

及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。）の経常的経費に充

てるための国の補助金の総額（以下この項において「国の補助金の総額」という。）、私立幼

稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特

定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により

算定した額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該

現に支給認定教育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保

育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

ロ 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイ

の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定

める額 

二 特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロ

に定める額 

イ 特定教育・保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 

（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支

給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案

して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令で定

める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とす

る。）を基準として市町村が定める額 

（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用

の額と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌

して市町村が定める額 

ロ 特別利用保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 

（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支

給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案し

て内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額

を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の

額と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌し



- 124 - 

 

て市町村が定める額 

三 特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに

定める額 

イ 特別利用地域型保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 

（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費

の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の

事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用

地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用

の額）から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所

得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。） 

（２） 当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要す

る費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情

を参酌して市町村が定める額 

ロ 特例保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 

（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費

の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内

閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として

当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村

が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市

町村が定める額 

（２） 当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する

費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を

参酌して市町村が定める額 

２ 内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）

の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議

会の意見を聴かなければならない。 

３ 第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これら

の規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用（附則第九条第一項

第一号ロ、第二号イ（２）及びロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に掲げる額に係る部分

を除く。）」とする。 

４ 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の

規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ（２）及

びロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に掲げる額に係る部分の一部を補助することができ

る。 

（保育の需要の増大等への対応） 

第十条 旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村（以下この条において「特定市町

村」という。）は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及

び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、小学校

就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの（以
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下この条において「保育緊急確保事業」という。）のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十

六条の八第二項に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保

事業を行うものとする。 

２ 特定市町村以外の市町村（以下この条において「事業実施市町村」という。）は、市町村子ども・

子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実

施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科

学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。 

４ 国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で

定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。 

５ 国及び都道府県は、特定市町村又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとすると

きは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

（施行前の準備） 

第十一条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条

第三項第一号の基準、第二十八条第一項第二号の内閣府令、同条第二項第二号及び第三号の基準、

第二十九条第三項第一号の基準、第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令、同条第二項第二号

から第四号までの基準、第三十四条第三項の内閣府令で定める基準（特定教育・保育の取扱いに関

する部分に限る。）、同項第二号の内閣府令（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）、第四

十六条第三項の内閣府令で定める基準（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）、同項第二

号の内閣府令（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）、第六十条第一項の基本指針並びに

附則第九条第一項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）の基

準を定めようとするときは、施行日前においても第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見

を聴くことができる。 

第十二条 前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第二

十条の規定による支給認定の手続、第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四

十二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請（以下この条において「情

報の提供等」という。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規

定による情報の提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、

第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規

定による子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の施行前に

おいても行うことができる。 

（政令への委任） 

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（保育充実事業） 

第十四条 保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村

（以下この条において「特定市町村」という。）は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図

るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定

めるもの（以下この条において「保育充実事業」という。）のうち必要と認めるものを市町村子ど

も・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事

業を行うことができる。 
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２ 特定市町村以外の市町村（次項及び第四項において「事業実施市町村」という。）は、当分の間、

保育の量的拡充及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認める

ものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従っ

て当該保育充実事業を行うことができる。 

３ 国は、保育充実事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定め

るところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。 

４ 特定市町村又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業その他の保育の需要に応ず

るための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る

子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要な

もの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道

府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織すること

ができる。 

５ 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大

臣に協議しなければならない。 

（労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成） 

第十四条の二 政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支

援事業として、第五十九条の二第一項に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業

の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な

雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認めら

れる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。 

（子ども・子育て支援臨時交付金の交付） 

第十五条 国は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第七号。次項及び附則

第二十二条において「平成三十一年改正法」という。）の施行により地方公共団体の子ども・子育

て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用についての負担が増大すること並びに社

会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の

一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十九号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行による

地方公共団体の地方消費税及び地方消費税交付金（地方税法第七十二条の百十五の規定により市町

村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。）の増収見込額（次項において「地

方消費税増収見込額」という。）が平成三十一年度において平成三十二年度以降の各年度に比して

過小であることに対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・

子育て支援臨時交付金を交付する。 

２ 子ども・子育て支援臨時交付金の総額は、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一

年度における地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費

用の状況並びに同年度における地方消費税増収見込額の状況を勘案して予算で定める額（次項及び

附則第二十一条第二項において「子ども・子育て支援臨時交付金総額」という。）とする。 

３ 各都道府県又は各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、子ども・子

育て支援臨時交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県又は各市町村に係る次に

掲げる額の合算額により按
あん

分した額とする。 

一 平成三十一年度における子ども・子育て支援給付に要する費用（教育・保育給付認定保護者及

び施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に
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限る。）のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定め

るところにより算定した額 

二 平成三十一年度における地域子ども・子育て支援事業に要する費用（施設等利用給付認定保護

者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。）のうち、各都道府県

又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額 

（子ども・子育て支援臨時交付金の算定の時期等） 

第十六条 総務大臣は、前条第三項の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育

て支援臨時交付金の額を、平成三十二年三月中に決定し、これを当該都道府県又は当該市町村に通

知しなければならない。 

（子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期） 

第十七条 子ども・子育て支援臨時交付金は、平成三十二年三月に交付する。 

（子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務） 

第十八条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付

すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならな

い。 

（子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料の提出等） 

第十九条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の子ども・子育て支援臨

時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 

２ 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の子ども・子育て支援臨時交付金の額

の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事

は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。 

（子ども・子育て支援臨時交付金の使途） 

第二十条 都道府県及び市町村は、交付を受けた子ども・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。 

（交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等） 

第二十一条 子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、平成三十一年度に限り、特別会

計に関する法律（平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。）第二

十一条の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計（以下この条において「交付税特別

会計」という。）において行うものとする。 

２ 子ども・子育て支援臨時交付金総額は、特別会計法第六条の規定にかかわらず、一般会計から交

付税特別会計に繰り入れるものとする。 

３ 特別会計法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰

入金は平成三十一年度における交付税特別会計の歳入とし、子ども・子育て支援臨時交付金は同年

度における交付税特別会計の歳出とする。 

（基準財政需要額の算定方法の特例） 

第二十二条 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第十条第三十三号に掲げる経費のうち、平成

三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子どものための教

育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第十一条の二の規

定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額

に算入しない。 

（地方財政審議会の意見の聴取） 
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第二十三条 総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案

をしようとする場合及び附則第十六条の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ど

も・子育て支援臨時交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

（事務の区分） 

第二十四条 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされて

いる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（総務省令への委任） 

第二十五条 附則第十五条から前条までに定めるもののほか、子ども・子育て支援臨時交付金の算定

及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の

改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改

正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第

八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九

十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条

の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正

規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号

の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項

の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国

家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び

第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同

法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第

四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改

正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一

項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条

の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定（私立学校教職員共済法第三十九条第三号

の改正規定を除く。）、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定（「附則第七条第一

項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。）及び協定実施特例法第十八条第一項の改正

規定、第二十五条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに第二十六条の規定（次号に掲

げる改正規定を除く。）並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二

条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九

条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第

六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲

内において政令で定める日 

（その他の経過措置の政令への委任） 
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第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それ

ぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （平成二四年一一月二六日法律第九八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九

条の規定は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの

規定 平成二十六年十月一日 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前に

された行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の

行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起し

ないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立

てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっ

ては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したも

のを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による

改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起するこ

とができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行
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前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年三月三一日法律第二二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（政令への委任） 

４ 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年五月二〇日法律第四七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条の規定（売春防止法第三十五条第四項

を削る改正規定を除く。）及び第六条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第九条

の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）附則第六条第二

項の改正規定及び附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 平成二十八年十月

一日 

附 則 （平成二八年一一月二四日法律第八四号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二八年一二月二六日法律第一一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 略 

二 第七条の規定 平成二十九年四月一日 

附 則 （平成二九年四月二六日法律第二五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第三条、第七条（農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限

る。）及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布
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の日 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）

の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他

の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律に

よる改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為（以下この項にお

いて「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を

行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政

令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律

の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為

又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共

団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行

の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定

に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に

より国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならな

い事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律

の規定を適用する。 

（政令への委任） 

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

―――――――――― 

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二九法律四

五）抄 

（子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置） 

第六十三条 施行日前に前条の規定による改正前の子ども・子育て支援法第七十八条第二項又は第三

項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例に

よる。 

（罰則に関する経過措置） 

第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる

場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

附 則 （平成二九年六月二日法律第四五号） 

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百

六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 

（施行の日＝平成三二年四月一日） 

―――――――――― 

附 則 （平成二九年六月二日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一

条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四十八条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において

同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成三〇年三月三一日法律第一二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条、第五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。）及び第十三条の規定並びに附則第十一条

から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日 

二 第三条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項

の改正規定に限る。）、第四条（第四号に掲げる改正規定を除く。）及び第十四条の規定並びに附

則第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 

三 略 

四 第二条、第三条（第二号に掲げる改正規定を除く。）、第四条（子ども・子育て支援法第三十四

条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。）及び第七条

の規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日 

（子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置） 

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定（附則第一条第四号に掲げる改

正規定を除く。以下この条において同じ。）による改正前の子ども・子育て支援法（以下この条に

おいて「旧支援法」という。）第三十一条第三項（旧支援法第三十二条第二項において準用する場

合を含む。）又は第三十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改

正後の子ども・子育て支援法（以下この条において「新支援法」という。）第三十一条第三項（新

支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）又は第三十二条第三項の規定によりされ

た届出とみなす。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等

の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現

にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為（以
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下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係

る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十

三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改

正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によ

りされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共

団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前

にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規

定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定

により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事

項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規

定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和元年五月一七日法律第七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、

第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第一の九十四の項及び別表第二の百十

六の項の改正規定（別表第一の九十四の項に係る部分に限る。）並びに附則第十四条及び第十七条

の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

第二条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の子ども・子

育て支援法（以下「新法」という。）第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第

五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この法律の施

行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園又は同項第三号

に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものと

みなす。ただし、当該幼稚園又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定める

ところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 

（児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置） 

第四条 新法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、施行日から起算して五年

を経過する日までの間は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十九条の二第一項に

規定する施設（同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第三条第一項又は第三項の認定

を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたもの並びに新法第七条第十項第四号ハの

政令で定める施設を除く。）を同号に掲げる施設とみなして、新法（第五十八条の四第一項（第四
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号に係る部分に限る。）、第五十八条の九第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第五十八条の十

第一項（第三号に係る部分に限る。）を除く。）の規定を適用する。 

２ 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、施行日から起算して五年を経過する日

までの間、当該市町村における保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案して特に必要がある

と認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、前項の規定により新法第七条第十項第

四号に掲げる施設とみなされる施設に係る新法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費

の支給について、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村

の条例で定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたとき

に限り、行うものとすることができる。この場合において、当該市町村の条例で定める基準は、同

号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとする。 

３ 前項の市町村の条例が定められた場合における第一項の規定の適用については、同項中「新法（第

五十八条の四第一項（第四号に係る部分に限る。）、第五十八条の九第一項（第一号に係る部分に限

る。）及び」とあるのは、「新法（」とする。この場合において、新法第五十八条の四第一項第四号

中「同号の内閣府令」とあり、及び新法第五十八条の九第一項第一号中「第七条第十項各号（第一

号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。）に掲げる施設又は事業の区分に

応じ、当該各号の内閣府令」とあるのは、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元

年法律第七号）附則第四条第二項の市町村の条例」とする。 

（政令への委任） 

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第十八条 政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘

案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

附 則 （令和二年六月一〇日法律第四一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、

第十五条及び第十六条の規定 公布の日 

（子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に地域型保育事業所（子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定

する地域型保育事業所をいう。以下この条において同じ。）について他市町村確認（地域型保育事

業所の所在地の市町村以外の市町村の長による確認（同法第二十九条第一項の確認をいう。第一号

において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）を受けている場合には、当該他市町村確認は、

次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の区分に応じ、当該各号に定める日に、その効力を失う。 

一 所在市町村確認（地域型保育事業所の所在地の市町村の長による確認をいう。以下この条にお

いて同じ。）を受けている地域型保育事業所 この法律の施行の日（以下この条から附則第四条

までにおいて「施行日」という。） 

二 所在市町村確認を受けていない地域型保育事業所 施行日から起算して三月を経過した日 
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２ 前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる地域型保育事業所について同号に定める日前に所

在市町村確認がされたときは、当該地域型保育事業所に係る他市町村確認は、当該所在市町村確認

がされた日に、その効力を失う。 

３ 第一項第二号に掲げる地域型保育事業所が受けている他市町村確認の効力については、同号に定

める日（前項の場合にあっては、同項に規定する所在市町村確認がされた日）の前日までの間、な

お従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

附 則 （令和三年五月二八日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条中子ども・子育て支援法附則第十四条の次に一条を加える改正規定 令和三年十月一日 

（検討） 

第二条 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に

寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及び

その財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必

要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、こども家庭庁設置法（令和四年法律第七十五号）の施行の日から施行する。た

だし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。 

（施行の日＝令和五年四月一日） 

（処分等に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以

下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定、指定そ

の他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、

この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において

「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知そ

の他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その

他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により

相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしな

ければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていない

ものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相

当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適

用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法
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（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、

この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の

内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律

の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

一 略 

二 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和四

年法律第七十六号） 

（この法律の公布の日及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和四年法律第七十六号）の公布の日＝令和四年六月二二日） 

附 則 （令和五年六月一六日法律第五八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定 公布の日から起

算して三月を経過した日 
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○子どもの貧困対策の推進に関する法律 

平成二十五年法律第六十四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 基本的施策（第八条―第十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない

よう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども

一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権

利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明ら

かにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的

に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成され

ることを旨として、推進されなければならない。 

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活

の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生

まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及

び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進され

なければならない。 

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野におけ

る総合的な取組として行われなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子どもの貧困対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。 

（年次報告） 

第七条 政府は、毎年、国会に、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況に関する報
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告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 

２ こども基本法（令和四年法律第七十七号）第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がさ

れたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。 

 

第二章 基本的施策 

（子どもの貧困対策に関する大綱） 

第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱（以下

「大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

二 子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生

活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に

向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資する

ための就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

五 子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対

策に関する施策の推進体制に関する事項 

３ こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる

事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。 

４ 第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高

等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。 

（都道府県計画等） 

第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画（次

項及び第三項において「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、

当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（教育の支援） 

第十条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の

支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（生活の安定に資するための支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相

談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子ども

の生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援） 

第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就

職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と
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向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（経済的支援） 

第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある

子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究） 

第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの

貧困に関する指標に関する研究その他の子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成二六年政令第四号で平成二六年一月一七日から施行） 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

附 則 （令和元年六月一九日法律第四一号） 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（令和元年政令第八九号で令和元年九月七日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進

に関する法律（以下この項において「新法」という。）の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 
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○いじめ防止対策推進法 

平成二十五年法律第七十一号 

目次 

第一章 総則（第一条―第十条） 

第二章 いじめ防止基本方針等（第十一条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十一条） 

第四章 いじめの防止等に関する措置（第二十二条―第二十七条） 

第五章 重大事態への対処（第二十八条―第三十三条） 

第六章 雑則（第三十四条・第三十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険

を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等

（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し、

基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策

に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる

事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が

心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）を

いう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）

をいう。 

（基本理念） 

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、

児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行

われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行わ

れるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及

ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければな

らない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重
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要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、

いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

（いじめの禁止） 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

（国の責務） 

第五条 国は、第三条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、いじめの防止等のため

の対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力し

つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（学校の設置者の責務） 

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために

必要な措置を講ずる責務を有する。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域

住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取

り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅

速にこれに対処する責務を有する。 

（保護者の責務等） 

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がい

じめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を

行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護

するものとする。 

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のた

めの措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、

また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減

するものと解してはならない。 

（財政上の措置等） 

第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第二章 いじめ防止基本方針等 

（いじめ防止基本方針） 

第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進するための基本的な方針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を定めるも

のとする。 

２ いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 
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三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

（地方いじめ防止基本方針） 

第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団

体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（以下

「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよう努めるものとする。 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応

じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定め

るところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の

関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議

会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設

置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町

村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方い

じめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする

ため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。 

 

第三章 基本的施策 

（学校におけるいじめの防止） 

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対

人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道

徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在

籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動

であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等

及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を

深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 

（いじめの早期発見のための措置） 

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、

当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施

策を講ずるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学

校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」という。）を

整備するものとする。 

４ 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等と

の連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮す

るものとする。 
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（関係機関等との連携等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行

った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関

係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及

び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上） 

第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行

った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専

門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生

徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専

門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に

関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策

に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計

画的に行わなければならない。 

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進） 

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発

信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の

特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することが

できるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていない

かどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行

われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。 

３ インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保

護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報（特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成十三年法律第百三十七号）第二条第六号に

規定する発信者情報をいう。）の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法

務局の協力を求めることができる。 

（いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等） 

第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童

等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する

助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等

のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を

行うとともに、その成果を普及するものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの

重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものと

する。 

 

第四章 いじめの防止等に関する措置 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 
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第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校

の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される

いじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の

保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われると

きは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものと

する。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けて

いると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置

を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

３ 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめ

をやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関

する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援

及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 

４ 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめ

を受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その

他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、

いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのな

いよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携

してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生

じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 

（学校の設置者による措置） 

第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置

する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係

る事案について自ら必要な調査を行うものとする。 

（校長及び教員による懲戒） 

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上

必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲

戒を加えるものとする。 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条

第一項（同法第四十九条において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童等の出席停止を

命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必

要な措置を速やかに講ずるものとする。 

（学校相互間の連携協力体制の整備） 

第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍して

いない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行
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った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、

学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。 

 

第五章 重大事態への対処 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事

態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、

当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法によ

り当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

ると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る

いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要

な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による

調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処） 

第二十九条 国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する

国立大学法人をいう。以下この条において同じ。）が設置する国立大学に附属して設置される学校

は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、重大事態が

発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大

事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の

結果について調査を行うことができる。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその

設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三

十五条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第六十四条第一項に規定

する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（公立の学校に係る対処） 

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共

団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければな

らない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行

う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければ

ならない。 

４ 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三
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十一年法律第百六十二号）第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと

解釈してはならない。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び

責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

第三十条の二 第二十九条の規定は、公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八

号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。）が設置する公立大学に附属して設置され

る学校について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「当

該公立大学法人を設立する地方公共団体の長（以下この条において単に「地方公共団体の長」とい

う。）」と、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中

「国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第

六十四条第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。 

（私立の学校に係る対処） 

第三十一条 学校法人（私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人を

いう。以下この条において同じ。）が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、

重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事（以下この条において単に「都道府県

知事」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大

事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等

の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置

する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため

に必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

４ 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる

権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 

第三十二条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に

規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。）が設置する学校は、第二十八条第一項

各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生

した旨を、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長（以下「認定地方公共

団体の長」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査

を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができ

る。 

３ 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社

又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定

する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 

４ 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使する

ことができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 
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５ 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人（構造改革特別区域法第十三条第二項に規定

する学校設置非営利法人をいう。）が設置する学校について準用する。この場合において、第一項

中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有す

る理事」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは

「第五項において準用する前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」

と、「学校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十

三条第三項において準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項におい

て準用する前二項」と読み替えるものとする。 

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助） 

第三十三条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条の四第一項の規定によるほ

か、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態

への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助

を行うことができる。 

 

第六章 雑則 

（学校評価における留意事項） 

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、

いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われる

よう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるよ

うにしなければならない。 

（高等専門学校における措置） 

第三十五条 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において

同じ。）の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専

門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への

対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

（検討） 

第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の

施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。 

２ 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することが

できるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。 

附 則 （平成二六年六月二〇日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二七年六月二四日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年五月二〇日法律第四七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年五月二四日法律第一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 

附 則 （令和三年四月二八日法律第二七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。（令和四年政令第二〇八号で令和四年一〇月一日から施行） 
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○児童虐待の防止等に関する法律 

平成十二年法律第八十二号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児

童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方

公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、

児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。

以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人に

よる前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠

ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対す

る暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三

項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進へ

の配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な

家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省

庁相互間又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶者

暴力相談支援センター（次条第一項において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。）、学校

及び医療機関の間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体

制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童

虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切

に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その
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他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を

図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影

響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分

析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並び

に児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童

虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及

び検証を行うものとする。 

６ 児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所又は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移

転する場合においては、当該児童の家庭環境その他の環境の変化による影響に鑑み、当該児童及び

当該児童虐待を行った保護者について、その移転の前後において指導、助言その他の必要な支援が

切れ目なく行われるよう、移転先の住所又は居所を管轄する児童相談所の所長に対し、速やかに必

要な情報の提供を行うものとする。この場合において、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地

域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置その他の緊密な連携を図るた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

７ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有する

ものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければなら

ない。 

８ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な

家庭的環境を含む。）及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援

センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、

歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係

のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保

護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思わ

れる児童に関する秘密を漏らしてはならない。 

４ 前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による国及び地方公共団体の

施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

５ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努

めなければならない。 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務

所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規
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定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受

けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の

所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当

該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたとき

は、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その

他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ず

るとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の

規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規

定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定

による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知する

こと。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若し

くは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長

は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児

童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲

げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託し

て、当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による

通告を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号におい

て「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又

は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項

に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定す

る地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子育て

支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する

児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の実施に係る市町

村の長へ通知すること。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時保護

を行う者は、速やかにこれを行うものとする。 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保

護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従
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事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を

証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める

日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければなら

ない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項

の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問

をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求

があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は

質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員

の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理

由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査

を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、

当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その

身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な

理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調

査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児

童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員を

して、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判

官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜

索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従

事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、児童

虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が

現在すると認められる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を

拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検

すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することがで
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きずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した

許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定に

よる臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して

行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難で

ある等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかん

がみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載

がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後

まで継続することができる。 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提

示しなければならない。 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しく

は捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をするときは、

その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜

索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可

を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜

索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代

理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせな

ければならない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年

に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の

一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要

があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求める

ことができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、

又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、

必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 
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３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全

を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行

を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定め

るところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜

索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、

当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は

署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府

県知事に報告しなければならない。 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、

適用しない。 

（審査請求の制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができない。 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第三

十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。 

（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七

条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、

児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとす

る。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指

導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様

の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなけ

ればならない。 

３ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合に

おいては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

４ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、

同項の指導を受けるよう勧告することができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要

があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を

受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十

七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものと

する。 

６ 児童相談所長は、第四項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児

童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、

児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。 
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７ 都道府県は、保護者への指導（第二項の指導及び児童虐待を行った保護者に対する児童福祉法第

十一条第一項第二号ニの規定による指導をいう。以下この項において同じ。）を効果的に行うため、

同法第十三条第五項に規定する指導教育担当児童福祉司に同項に規定する指導及び教育のほか保

護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導及び教育を行わせるとともに、第八条の二

第一項の規定による調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問、

第九条の二第一項の規定による調査若しくは質問、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜

索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問をした児童の福祉に関する事務に従事する職員

並びに同法第三十三条第一項又は第二項の規定による児童の一時保護を行った児童福祉司以外の

者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならない。 

（面会等の制限等） 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施設入

所等の措置」という。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保

護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると

認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における

当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児

童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。 

一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児

童相談所長に通知するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるものに限

る。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合

において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、

当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該

児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所

又は居所を明らかにしないものとする。 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によ

るものを除く。以下この項において同じ。）が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護

者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかか

わらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限

に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護

者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を

行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に

委託して、当該一時保護を行わせることができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、又は行わせた場合には、速やかに、児童福祉法第二

十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を

都道府県知事に報告しなければならない。 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により、児童虐待を受けた児童

について一時保護を行っている、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合（前条第

一項の一時保護を行っている、又は行わせている場合を除く。）において、当該児童について施設

入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡し
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た場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該

児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他

の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めると

きは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設

入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

第十二条の四 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置

が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われ、かつ、

第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全

部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必

要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保

護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺に

つきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所（通学

路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）の付近をは

いかいしてはならないことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び

児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、

同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。 

３ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしようとするとき（前項の規定に

より第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。）は、行政手続法第十三

条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を

更新するときを含む。）は、内閣府令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他

の措置に変更された場合、児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が解

除された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部若しくは一部が行われなくなった場合

は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等の措置

が採られ、又は同法第三十三条第六項の規定により引き続き一時保護が行われている場合において、

第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同法第二

十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判

又は同法第三十三条第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する

審判が確定したときも、同様とする。 

６ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がな

くなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 

（施設入所等の措置の解除等） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児

童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童

について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の

指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当

該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置につい

て見込まれる効果、当該児童の家庭環境その他内閣府令で定める事項を勘案しなければならない。 

２ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第
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三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入

所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促

進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うこと

ができる。 

３ 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することが

できる。 

４ 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がな

く、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（施設入所等の措置の解除時の安全確認等） 

第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福

祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた

施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅すると

きは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当

該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保

護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設（次

項において「特定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保

育事業（次項において「特定地域型保育事業」という。）の利用について、同法第四十二条第一項

若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は

児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄

与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型

保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設

を利用する児童（同法第十九条第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同

じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、

児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられ

るようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならな

い。 

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の

自立の支援のための施策を講じなければならない。 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉

又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、助産師、

看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連する職務に従

事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る

児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る

当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料

又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐

待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由
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があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、

当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の五 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条

第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一項の規定に

よる立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一

項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐

待の事例その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。 

（児童の人格の尊重等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年

齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な

影響を及ぼす言動をしてはならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権

を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及

び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 

（大都市等の特例） 

第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）並びに児童福祉

法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指

定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとす

る。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指

定都市等に適用があるものとする。 

（罰則） 

第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令（同条第二項の規定により同条第一項の規定による

命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。 

（平一九法七三・追加、平二八法六三・旧第十七条繰下・一部改正、平三〇法五九・旧第

十八条繰上・一部改正） 

第十八条 第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成一二年政令第四七一号で平成一二年一一月二〇日から施行） 

（検討） 

第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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附 則 （平成一三年一二月一二日法律第一五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行） 

（経過措置の政令への委任） 

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （平成一五年七月一六日法律第一二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一六年四月一四日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部

を改正する法律（平成十六年法律第百五十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、

附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 

（児童福祉法の一部を改正する法律（平成十六年法律第百五十三号）附則第一条第三号に

掲げる規定の施行の日＝平成一七年四月一日）（同法の施行の日＝平成一七年一月一日） 

（検討） 

第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は

居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度の

あり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一六年一二月三日法律第一五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条（次

号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成十七年四月一日 

四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する

法律（平成十二年法律第八十二号）第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 

附 則 （平成一七年一一月七日法律第一二三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部

分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第

二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害

者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限

る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）



- 160 - 

 

及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、

第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十八条から第四十条

まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第

四十二条（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十

四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者に係る部分に限る。）及び第二項、

第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から

第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五

十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に

限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介

護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福

祉サービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特

定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介

護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三

条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九

十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、

第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養

介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び

第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分

に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特

定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及

び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、

第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四

十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、

第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八

十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第

九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十

五条の規定 平成十八年十月一日 

附 則 （平成一八年六月七日法律第五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一九年六月一日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護す

る観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る

方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児

童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な

事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則 （平成二〇年一二月三日法律第八五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

―――――――――― 

○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二

三法律五三）抄 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律

の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二三年五月二五日法律第五三号） 

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。（施行の日＝平成二五年一月一日） 

―――――――――― 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二四

法律六七）抄 

（罰則に関する経過措置） 

第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（施行の日＝平成二七年四月一日） 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前に

された行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の

行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起し

ないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立

てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっ

ては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したも

のを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による
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改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起するこ

とができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行

前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び

第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする

改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一

条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章

第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、

同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七

条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条

の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の

次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条

第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五

条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条

第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、

第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七

条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の

四第一項及び第八項の改正規定（同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」

に改める部分に限る。） 公布の日 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条の規定（売春防止法第三十五条第四項

を削る改正規定を除く。）及び第六条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第九条

の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）附則第六条第二

項の改正規定及び附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 平成二十八年十月

一日 

（検討等） 

第二条  

４ 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正

後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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（罰則に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年六月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（平成二九年政令第三一二号で平成三〇年四月二日から施行） 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所

の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道

府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施

行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成三〇年六月二〇日法律第五九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布

の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第七条  

９ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び児童虐待

の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、

児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他

の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
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講ずるものとする。 

附 則 （令和二年六月一〇日法律第四一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一五日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の日 

二から四まで 略 

五 第三条の規定及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定並

びに附則第十四条の規定及び附則第二十二条中家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号）

別表第一の改正規定（百二十八の二の項に係る部分に限る。） 公布の日から起算して三年を超

えない範囲内において政令で定める日 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六

八）抄 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、こども家庭庁設置法（令和四年法律第七十五号）の施行の日から施行する。た

だし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。（施行の日＝令和五年四月一日） 

（処分等に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以

下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定、指定そ
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の他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、

この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において

「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知そ

の他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その

他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により

相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしな

ければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていない

ものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相

当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適

用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法

（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、

この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の

内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月二二日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律

の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

一 略 

二 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和四

年法律第七十六号） 

（この法律の公布の日及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和四年法律第七十六号）の公布の日＝令和四年六月二二日） 

附 則 （令和四年一二月一六日法律第一〇二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二

条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、公布の

日から施行する。（令和五年政令第一七三号で令和六年四月一日から施行） 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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【はしがき】 
この「逐条解説」は、条文等を解釈するに当たって、①他の法令･法規集を持参する必要

がないようにするため、②他の法律･条例等を引用する際に、なるべく主観的（恣意的）な

引用とならないよう、原文（発行時時点のもの）を引用するようにしています。 
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